
令和2年12月17日

東京地方裁判所民事部の概況（令和2年12月期）

民事部所長代行者松本利幸

民事部の組織及び態勢

部の数，配置人員等

裁判官の配置状況

委員会，研究会等
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民事事件の概況

通常部の事件の動向 第4表ないし第6表

専門部及び集中部の事件の動向 第4表及び第5表

訴訟事件の既済終局別内訳 第7表

終局区分別の既済件数及び事件割合 第8表

既済件数に占める合議事件・単独事件の割合第9表

訴訟事件判決の上訴率 第10表

未済事件審理期間及び長期未済件数 第1 1表及び第12表

人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別

平均期間の推移 第1 3表

通常訴訟事件の判決率・控訴率 第1 4表

調停の状況 第15表
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【機密性2】

令和2年12月1 7日

民事部概況説明資料
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民事部の構成等

東京地方裁判所民事部裁判官配置表

東京地方裁判所民事部委員会等名簿

民事事件の概況

通常部・専門部別訴訟事件概況

通常訴訟の新受件数の推移

訴訟事件の既済終局別内訳

第一審訴訟事件終局区分別の既済件数及び事件割合

第一審訴訟事件の和解率

既済件数に占める合議事件・単独事件の割合

訴訟事件判決の上訴率

民事訴訟事件未済審理期間

民事訴訟事件長期未済件数

人証調べを実施して対席判決で終局した事件におけ

る手続段階別平均期間の推移

通常訴訟事件における判決率・控訴率

調停の状況
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【機密性2】

第1-1表

民事部の構成等 (令和2年1 1月1日現在）

第1 部の数

通常部

専門部

（専門部内訳）

29箇部（うち大合議部等8，医療集中部4）

18箇部

行政4，労働4，商事1 ，保全1 ，破産・再生1，執行1 ，

調停・借地非訟・建築1，交通1 ，知的財産権4

合計47箇部

第2配置人員

1 裁判官

(1) 判 事

（2） 特例判事補

（3） 判事補

計

2裁判官以外の職員

(l) 書記官

（2） 調査官

（3） 速記官

（4） 事務官

(うち常てん補'人,■■■■）
(うち常てん補2人ウ留学等4人,ー
(うち留学等1人,■■■■）

人
人
人
人
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１
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２
２
１
１

５
１
７‘

一
‐
‐

量
口

3執行官

4民事調停官

第3設備

1 法廷

(1) 合議用

（2） 単独用

(うち大合議法廷1 ，車椅子専用法廷1 ）

(うち1法廷にテレビ会議システム設置）

(うちラウンドテーブル設置19)

25

73

98

160

計

2準備室等
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【機密性2】

第1-2表

民事部の構成等

=雪雲堂｣一一一陸壷 「Ｉ
(大合議部等8を含む｡） 通常事件配てん部

29箇部
号
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東京地裁民事部の編成

合計47箇部
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東京地方裁判所民事部裁判官配置表 【機密性2】

明■■■

所長代行松本利幸

所畏代行江畷鈍志

■■■所長代行谷口安史■■■

|■■■所長代行古谷恭一郎 所長代行森令和2年12月1日現在

"1oW(I g宛

謡

英明担当部 (部所在,開廷R）

＊氏名末尾の数字は司法修習の期です。

i篇一百一富〒貢萸寮塞~了
（東京地家楠裁庁舎＝
商砺

部朝倉佳秀‘
兼 江原健志4

林 史高 f

坂田大吾【
丹下将克 ［

西山 渉 【

諾井明仁唱

高橘浩美f
特例秋山沙総f
将例吉岡正豊f

特例畦地英稔〔
特例術田捧麹F

す=百一雨=霜

部朝倉佳秀4

一

一－

’

売

両

■

霜蚕元素蚕=テ

０６

遍

郁

鷺

常
榊
酔
魂
肝
瞬
認
鋤
唖
州

康
寛
浩
友
か
髄
泰
麻
真

お

人“

明 50

介 54

華 57

る 59

也 61

章 68

紀 70

実 72

通常

部松本利幸42
前濯逮朗48

実本 滋55
中畑章生62

補加踊邦太68
補浅井彩香－69
第 2部（■■■‘ 月火木）
行政

部森 英明42

■
小川弘持56
三貫納有子60

将例閥瀬智彦67

１
１
１
州

L

I
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３
７
７
０

４
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５
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彦
明
彦
恵
広
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正
貴
紀
寿
千
遵

野
藤
田
地
月
陪

常
清
武
岡
木
望
安

通
部
補

兼

; ’
5

江原健志43

林 史高51

坂田大吾52
丹下将克54

西山 渉56

諾井明仁57

高橘浩美59
特例秋山沙織63
特例吉岡正豊63

特例畦地英稔64
特例允田裕紀66

特例森鋳なつき 66
初三浦あや68
補加賀谷友行69

例特

兼
兼
兼

■
止水木金）I

袖
補
補

第1 1部（■■■■一百五
労働

部佐久間健吉43
上村考由 50

西村真人54

松浪聖－58

松川春佳60

特例二宮正一郎63

特儒野口由佳子65

1

1

｜
’

谷藤一弥62

滴田智彦62

兼特例塚田久美子63
兼特例犬木他一郎64
特例ノ| ｜ 口 藍64

特例柴田裕美64

兼特例高津戸拓也65
補柏戸夏子68

補 田中慶太68

鷺24部（■■■■■月天
通常

兼部大蛸洋志47

兼 市原義孝46
五十嵐章裕51
崇島誠二57

内藤和逝58
中村英昭59

補吉元祥太郎68
補中根佑一朗7’

第2百画了＝一戸更束
通常

部古田孝夫45
鈴木昭洋49

石田佳世子55
杉森洋平58

熊谷浩明60

特例島尻香織63

特例森 優介64
補 白井宏和70

補窓岩亮佑70

月火丞木金）
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|雑鯏
第 3部〈一雨志一
行政

部市原義孝46■■■
兼 古田孝夫45
西村康夫53

中野晴行69
将例避見育子64

特例永田大貴66

第 3部〈一百束貢一
行政

部市原義孝46■■■
兼 古田孝夫45

舞浬輔例

特例

第4

通常

部伊薩

向井敬塗:i
特例飯塚 厳63
補片岡顕－68

補河合美月 72

型「１

｜
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’第’2部（■■■ 百通漁一

部小田正二

大島広規

松下絵美
特例山村 涼

補町田 翼

１水
５
６
８
６
２

木金壁
。
捧
錘
泳
町

悪
■
１
１

第18部(■■■■■且火丞木金） ｜
通漁

兼部 松本利幸 42

品田幸男 48

吉村弘樹58

海橋幸大 60

楠小倉広太郎 72

1

1

緋公開DI）桑判官室■■■■
（公閣DI） 手挟案内5721－4830

畿等誉缶黄誌-ｧ
嗣停，借地非舩，建築

部田中一彦46■■■
兼 古谷恭一郎42

■
石村 智49
栗田正紀52

猪坂 剛59

商山 慎59
姉日 自戯Rn

両癖酔誰弱諦譲抑繊

６２９２９９０

第9部（■■■月火ホフ
保全

部江原趣志43

兼 朝倉佳秀45
品川英鵲50

原 啓晋58

長 陣文60

兼 中嶋邦人62
早坂あさか62

林 まなみ62

特例森山由孝62

特例椙山葉子63

特例塚田久美子63

粋例大木健一郎64
特例吉田裕亮64

伸例獅子野裕介55
特例高津戸拓也65

稗例中村鵠菜65

特例石崎悠貴66
特例岩瀬みどり 67

兼狩例川村久美子67
特例澗、俵代67

月火水木

志43

兼 中嶋邦人62

早坂あさか62

林 まなみ62

特例森山由孝62

特例椙山葉子62

特例塚田久美子62

粋例大木健一郎64
特例吉田裕亮64

伸例獅子野裕介55
特例高津戸拓也65

稗例中村鵠菜65

特例石崎悠貴66
特例岩瀬みどり 67

兼狩例川村久美子67
特例澗、陸代67
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篇13部（■■■且火丞禾盃）
通常

兼部小田正二45

兼 中村 心47

成田晋司51 1
作田寛之54
吉田折代54

好例満田 梧63

補末廣祐帖88

袖吉田怜未71 一 ‘

■蕊5 師（■
通常

部大嶋

鈴木

寄藤

補島崎

補上村

L且火丞木金）

嶋洋志47

木わかな53

藤 学58

:憾W

第19部（■ﾛ■■■・貝水木

労働

部 奪名 茂46

小野瀬 昭 52

芝本目征 56
青野卓也 59
特例生田大輔 64

特例天田愛美 66
特例浅尾荘平67綴蕊溌關

金） 第28g(=目上水木金）
通常

■
部筒井健夫43

森田 淳57

市野井哲也61

補奥山直穀70

※東京商哉常てん純

特例塩谷真理絵63

■
■
■
■

特例

特例

特例
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嫌
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＝月火丞塞)｜

■
田幸人47

藤寿彦56

破大輔57

田類60

島聖也71

1
1

1■
鞆20部（貝火水太舎）

（東京地家簡哉庁舎一
破産再生

部 谷口安史 43
菊池浩也 50

蛭川明彦 51

宮下尚行 57
飯塚棄宜 59

橋口佳典59
日励哲治 60

竹下 慶 60

特例堀内 蝋 64

特例毛受裕介 64
特例金好まや 65

■

月
彦
明
子
磨
世
子

一
羅
嘩
識
拝
繩
睡

く部
徽
清
武
桁
鈴
木
山

６
通
部
補
補

鋪
兼

特例川内裕翌67

※東京商戦常てん補

横地由美55

(＝(＝第27部（■■■月止水主食）
交通

部中村さとみ43

鈴木秀雄50

綿貫義昌51
坂庭正将53

中 直也55

小沼日加利56

島崎卓二59

今村あゆみ60

川崎博司60

久保雍志62

林 漢瑛62

特例田野井蔵人64

将例川淵遠也67

特例酒本雄－67

<海外翻準･窪…園内副修雨＝｜補森 沙恵子68

鯖27部（■■■月止水主食）
交通

部中村さとみ43

鈴木秀雄50

綿貫義昌51
坂庭正将53

中 直也55

小沼日加利56

島崎卓二59

今村あゆみ60

川崎博司60

久保雍志62

林 漢瑛62

特例田野井蔵人64

将例川淵遠也67

特例酒本雄一67－
<海外留学,在獅究，国内研修中>

補森 沙恵子68

【民癖潤停官】
（火） 宇田ﾉ| ｜

（水） 成瀬

（木） 内海
（火） 吉木
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之

宇
成
内
吉
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田
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田
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沐
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中
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月
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露 7 部（■■■且爽禾
通常

部小川理津子45
遠田真嗣55

坂本隆－58

山岸秀彬59
特例川村久美子67

補山田裕貴70
※さいた喪家地簡裁常てんⅢ

特例川北 功67

且火水木金）

｜
Ⅱ

I

－ <海外留学‘

特例鋳
特例安

迂外研究，

川鯵
井亜

国内研恢中＞

香67

季67
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【機密性2】

担当部（部所在，開廷日）

萱器で蓋諭鶚繭-竈■， 月 東33
＊氏名末尾の数字は司法修腎の期で十・
＊下線のついている畷日は合鐘の開廷日です"28M(n

通常

兼部筒井
兼 菊池
小田

西田

イ目夫

捕．川越

補中原

健夫

浩也

真治

昌吾

絵里子

裕季子

陳也

部（＝這
労働

部伊藤由紀子
住態 卓
戸室壮太郎

舘 洋一郎
特例商市惇史

斎鶚帯舎詰脅
通常，医療

兼部松本利幸
桃崎 剛
稲玉 祐
補上原桧梨

密

処"

７
１
７
０
１
３
３
８
１
１

４
５
５
６
６
６
６
６
７
７

大
子
哲
吾
さ
未
員
司
陸
彦
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方
牧
真
つ
麻
佃
雄
朝
運

輸
本
掘
田
田
戸
尾
山
遡
崎

部
常
三
加
渡
岩
村
瀬
西
下
川
矢

９

鋤
蝿
補
補
補

３
通
部

第
兼
兼
氷
兼
兼
兼
兼
兼
雑
兼

39部
薦44部（■~巫蓉
通．錆
部 飛測知行 46
金久保 茂 50

藤深裕介 51
多田尚史 56

吉岡正智 57
長妻彩子 61

津田 裕61

補 清水俊貴 68
補 三塚祐太郎 71
補 川畑百代 72

藁49都（＝一百更天王壷可
通常

部 中村 心47
栓．本 真49

早山眞一郎57

鈴木網平59

渡遜充昭59
佐聾しぼり 60

特傍流澤英治63

特例仲吉 統67

補高橋優太71
柿後漣 彩72
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祐57
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２
９
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５
６

幸
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部
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島根

高橋

大谷

大橋

鈴木

薮下

若山

月埜)

５
０
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６
７
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８
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２

４
５
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６
６
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７
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史
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補
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兼
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兼
兼
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小
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第51部
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部清水知恵子47
横地大鋪55
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薦35部
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時例有
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登磁太
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達文44

大有51

俊太郎58
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哩
鯛
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認
印
兜

幸
治
子
郎
子
希

第3o部（ロ －T巫水率）
通鯖， 医療
部男程職子47
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楠小出成泰69
補藤原未彩71

１４
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第
兼
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６
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４
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０
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１
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６
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６
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彦
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宏
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智
勇
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労働

部三木素子“

布施雄士51

豊田哲也57

兼 長 博文60
井上善樹61

中嶋邦人62
特例矢島優香64
粋例根岸聡知66

且火水室金 ）

今

g31M=F亘爽束垂了
通常

部金程秀樹d6
除多分宏韓51
俣木泰治54

島根里撤56

高橋 玄60

特例大谷智彦63
栫例大橘勇也66
特例鈴木和彦67

袖瞳下冬子71
楠若山哲朗71

兼特例

兼特例

兼特例

兼補

兼補

"48B( I 1月火木会）
知的財産権

部 柴田義明 46

1
佐伯良子 57

梱井 啓 59

佐瀧雅浩 61第37部(＝且火丞塞金) i第42部T＝亟天天蚕）通常 通常
部三輪方大47 1 部 松田典浩45

■
加本牧子51 篠原 教57
渡遜 哲57 穂苅 学60
岩田真吾60 特例寺戸憲司63
村田つかさ 61 特例安田裕子63
特例瀬戸麻未63 兼補加賀谷友行69
兼特例西尾信員63 補成岡勇哉72■■■
補下山雄司68

■増,#‘ﾛ■･…錘，補川遅朝隆71
楠矢崎達彦71

鷺38部〔＝天蚕） 部市 jI ｜ 多美子45
行政 下深良太51

雛緬購鱸驚■ z蕊鯛
福渡裕貴52 符例加漉蛸之63
網田圭亮58 特例前田優太64
野村昌也59 補増崎浩司68
符例佐藤秀海67 補山中秀斗72
兼僻例仲吉 統67■■■ ■■■

第42部（■■■壁水木会）
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部 松田典浩45

■
篠原 敦57
穂苅 学60
特例寺戸憲司63

特例安田裕子63

兼補加賀谷友行69

補成岡勇哉72■■■

第47部（■■■■月天禾盃司
知的財産櫓

部 田中孝一 47

1
横山真通 56
奥 俊彦 58

特例西尾信貝 63

第32部(■
通常

部 中吉
大演

田中

樋口

山下

下

特例本城

将例塚本

補都築
補森
補町田 ■
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５
０
３
４
６
７
３
４
８
９
１

火
４
５
５
５
５
５
６
６
６
６
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且
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“
か
．
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．
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！
‐
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‐
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翼貴子

真

和弘

伶奈
暗久

鈍太郎

香太

哲哉

｜

口第48部〈ﾛ■■■月』
通赫

兼部 小川理津子
野村武範
長井清明

石神有吾

兼柿例川村久美子
補 西條壮優

釦
■
■
■
■
■

木
５
１
４
０
７
１

水
４
５
５
６
６
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畦
子
範
明
吾
子
優

|蛎息･＃(＝…~フ
兼部訟本利幸42
鯉野真散48
福渡裕貴52
網田圭亮58
野村昌也59

符例佐藤秀海67
兼僻例仲吉 統67

※さいたま家地簡戴常てん補

兼約例川北 功 67 第2表
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８
９
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】
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４
１
２
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■
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雪冒じ巳

書記官
〃

l管理藍

簿記官

羽

嘩同丁哩.窒貝云

所長代行者 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

常置委員 ノ’

Ｇ
ｊ
ｌ
ｆ
０
Ｆ
Ｄ
Ｊ

＃
。
β
■
０
Ｐ
０
Ｆ
Ｄ
Ｊ

０
Ｆ
０
口
ｆ
０
ｒ
０
０

１
夕
ｌ
ｐ
０
Ｐ
０
口
Ｉ
〃

〃 特例判柿

9
･）
ｰ

20

21
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49

16

44
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松本利幸
江原健志

森 英明
谷口安史
古谷恭一郎
古田孝夫
田中孝一

松本 真
五十嵐浩介
多田尚史
佐藤しほり
ｼ譜 Fロ 』玉

lごノ 事.1労力・圏巳銅歪会員芸

委員 所長代行者
〃 〃 ☆9
〃 〃 2
〃 〃 20

〃 〃 21

判事 4
〃

〃 〃 16
〃 〃 44
〃 〃 10
〃 〃 48

松本利幸
江原健志

森 英明
谷口安史
古谷恭-一郎
伊藤 繁
沖中康人
飛澤知行
岡円紀彦
長井清明

ピノ 口j陸1彦宙王栢導哩紺委員会
委員 判事 18
〃 〃 30
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判補

☆32

34

32

2

12

23

19

12

品田幸男
男澤聡子
中吉徹郎
桃崎 剛
大慣寿美
三貫納有 、f
大島広規
中西 永
佐藤しほり
)鵠雨 4五

L』ノ 源｢1上判事梱ｲﾘ1.ごん関1糸委員会
委員 判事 ☆12
〃 〃 49

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

特例判補〃
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灼
哩
凹
調
羽
調
郷
岨
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小
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松
松
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杉
信
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篠
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本
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野
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夫
野
田
原
藤
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委員 判事 ☆4
〃 〃 37
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〃 〃 22
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〃 〃 32
〃 特例判補 33

一

伊藤
加本
西村

高山

綿貫
田中
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牧
真
義
正
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繁
子
人
慎
昌
哉
史

《J睦書寺f百導夛戊判･目〃

委員 判事 ☆16 沖中康人
〃

27 鈴木秀雄〃

(gノ誉堀閏1糸会員会

委員 判事 ☆ 11
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７
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ｊ
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Ｊ
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〃 総務課長
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川 警務課長
〃 同課長補佐
〃 人事課長
〃 経理課長
〃 用度課長

佐久間健吉
伊藤由紀子
鎌野真敬
菊池恒夫
松井美由樹
内野 洋
鹿野直人
諸星聖臣
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小林 中

鈴木信之
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島恨里織
豊田哲也
渡邉 哲
福渡裕貴
菊池恒夫
松井美由樹
諸星聖臣



墓地万裁判所民事部委員会等楽錨

9 箔

1イ 紙

48 侍

楕
材
梯
賄
鮒
判

凹
神
橘
田
井
本
原

坏
石
閾
哨
司
酉
穿

。 軌

9 大
り 糊

叱
制
人
仏
夫
樹
洋
人
臣
弥
画
裕
一
さ
い
己
史
司
渉
介
祀
士
子

由

羊

允
香
僅
蘂
恒
美
個
耶
一
孝
塞
ま
下
正
裕
博
俊
畜
祐
奴

遷
尻
田
澤
他
井
野
野
厚
辺
ォ
涛
澤
月
田
乳
里
村
神
中
田
島
確

何
城

渡
島
前
滝
菊
松
内
庇
普
渡
柏
柚
相
大
沼
圓
中
と
川
野
深
宮
川

り
５
３
９
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Ｒ
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１
Ｔ
Ｊ
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〃 〃

〃 〃
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〃 〃

☆

９
０
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０
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２
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ピノ 1未ｲ子筒口蛍求睦疋委員会

委員 判事 7 小川理津子
〃

〃 ☆ 16 沖中康人
44 多田尚史
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(gノ麺干Ij垂〕塁粕･芸

幹事 2か部裁判長待ち回11

巴ノ崖号茅恋箇箇芸

43部,4‘脚及46部が幹事部

(gノ比争ﾛﾉ1.先芸

幹事 所長代行者及び常置委員が兼務
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｢新受｣＝(配てん数)±(配てん移動）

｢通常｣欄の件数は， 1，4～7, 10, 12～16． 18.23～26,28,30～32,34,35,37,42～44.48～50部(計29か部)の件数の総計である。
本資料中の数値はいずれも概数である。
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第6表【機密性2】

通常訴訟の新受件数の推移
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【機密性2】

訴訟事件の既済終局別内訳 第ﾌ表

一

、

ｊ注
１
２
３

く

｢(ﾜ腫常｣欄の件数は,専門部に配てんされた通常事件を含む。

｢判決小計｣欄, 「和解』欄及び｢取下げ｣欄の括弧内の割合は,既済事件数全体に占める各割合を示したものである。
本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】
第8－1表

第一審訴舩(ワ)事件終局区分別の既済件数及び事件割合

更
－
１
１

決
－
４
５
７
３
３
４
４
５
０
２

１
－
招
魂
調
型
幻
西
記
塑
幻
打

Ｉ

調

挫

蝿

酬

釧
一
釧
皿
卿
釧
一
州

一
狙
偲

“
“
帆

羽

鍋

”

“

蝿

一
決判
５
７
１
１
１
５
７
２
９
６

一唖

岬

唖

咽

↓

榊

耐

唖

函

吋

岬

田
刷
肘
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
郡
１
Ｊ

・１口

》

｜

唖

州

唖

恥

咽

姻
蝿
‐
砂
》
一
輌

一
》
準

華

華

華

華

》

》

癖

奔

く
わ

平
／
年副

I 命令

0.9%' 342
. i

0.8％| 358

0.7％ 220

0.7%| 401

0邸 ’ 561
0.6％ 862

0.6％ 312 1

Q.6%1 255
0.8%1 249
57WI 137 1

’ 和解

DF7%|~ET297｢ 31D%|-
0.9% 13,16933.6%’
0.6%1 11,562 1 32.2%|
1.2% 10‘989 32.2%''-
1.5％ 11､823 32.6％’

2.0%1 12,77a29.0%|

0.7%| 13,454 1 30.2%|
0.6%' 12,750 31.7％
0.7%' 12,610 37.2%'
5FWI g,169 1 3"m-

蚊室 1
56 0.1%|■
53 0.1%'’
54 q2%|IL
68 0.2%|｜

卜50 0.1％'’

75 0.2%'
60 0.1％

62 0.2％’

641 0.2%}｢~-
51 1 0.2%|

認諾 I 取下げ1 その他

i21[~mml~rm3｢=ZW｢2320'-5D%
133 03%| 7,631 19.5%| | 531 1.4%
93 1 0．3% 7,379 20.5% 241 0.7％
66 0.2% 6,655 19.5%'’ 800 23％

86~1 02%| 7｡103 |96%| 1｡4241-3!9%
78 0.2%’ 7,130 16.2% 5,529 12.6％
83 0.2%’ 6,137 13.8％ 9,184 20.6％
53 0.1%'’ 5,456 13.5％ 6,383 158％
50 0．1%'' 5, 127 15-1% 400 1．2％
44 0.2%1 5,691 1 225%,i 303 1.2%

判決(下段:対席／上段欠席）
－－－－－.二一

（ 和解

20000 ’

1

▼対席判決･欠席判決 18000

対席 I 欠席一一一 -_
一■ 子一一一N -－一一一寺= 段 一

平成23年 10,538 1 64.3%’ 5,844 1 35.7％
24年’ 11,0081 64.8%’ 5,972 1 35.2％
25年 10,157 1 63.1%’ 5,94336.9％
26年 9,186 1 61.8%’ 5,673 382％
27年 ’ 8.989 60.1%’ 5,979 39.9％
Z旦笙|__a429,48.7%| 8,871151.3%
29年 8,554 57.0%’ 6"464 1 43.0％
30年 8,336 55.4%| 6,723 1 44.6%

31年/令和元年| 7,9011 5"%｢7,2051 477WI
2年' ’ 5,663 1 52.8%’ 5,071 1 472％

一

§－、 §取下げ’

一
①

０
０
０
０
０
０
６
４
１
１

ー

ll
： z

I
： l

： ；

：：
：
： ：
：
：：

： ：
；

： 2
一

：:.』』

,轍-

；
§
【譲

層

｜
謝
騒
蹴
縣
鵠
離
職
撫
馳
騨
部
豚
鱒
調
削
臘
患
蕊
舗
馴
禅
耐
照
瀞

1ZOOO

｜
漉
罐
維
》
課
繩
職
礎
砕
晦
癖
麺
麺
画
繊
細
纏
噸
癖
嘩
唖
舜
蜘
唖
詮
漂
唾
麺
卸
睡
鐸
厩

10000
肌
叩
小
一

０
０
０
０
０
０
８
６

11
ｰ

「そ

I
4000

※民事1部～51部に係属する(ﾜ)事件を対象としている。
2000

※本資料中の数値はいずれも概数である。
0

II ■■ 1

｢~I
F1■■■■ － ー■■■

H23 H24 H25 HZ6 HZ7 H28 H29 H30 H31/R1 R2

口対席判決 回欠席判決 国和解 口取下げ ■その他

※令和2年の数値は､ （同年9月までの累計)÷9×12
で算出した推計値である。



【機密性2I 第8－2表

第一審訴訟(ワ)事件の和解率

｜

I

ー既済(その他事件)(b) ･

辰。既済(その他事件を除いた事件)(c)

→←和解率(d/a)

-←和解率(その他事件を除いた事件)(d/c)

1

1

1

70,000 40.0％

’
1

I
35.0％

60.000

30.09b

ｉ50.000

既
済
件
数

■
Ⅱ
Ⅱ
川 I■

O

i i !

l ｜ ’
｜

！ ’ 1
1 ･ ﾛ

MI
l I I
1 1 1
吟｜ I

25.0％和
解

率
20.0％

｜

堂
“
岬
ゞ40，000

一
国

|■
戸

‐Ｉ

一
一
１
１
１
１
‐
Ｉ

「
’

30．000

｜ ’ 15.0％

同’

| l l1 ， 1

' ！ ’

20.000

10.0％

１１１
１

トートーｌ

’

一

I
10,000

5.0％
●
Ｉ
ｑ
０
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
国

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｊ

| ’ ’
0 二』一一

0.0％

H23 H24 H25 H27 H28 H29 H30 H31/R1H26 R2

、ⅣＩ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
ｒ
■
■
！
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
印
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ

その他事件を
除いた事件に

おける和解率’I
うち

その他事件を
除いた事件
(c=a-b)

和解により終
局した事件

和解率既済総数
(a)

うち

その他事件
(b)

I

(d) (d/a) (d/c)
寺

r－恥涌一 2320 1 14,297 1 31.0%’ 32.6％32.6％年
一
年
一
年
年

唾
璽
一
奉
丞

平 43,798

38,666 34.1％

32.4％

33．0％

I

39,197

35,927

531

241

13，169

11，562

33.6％

32.2％35,686

34,093 800 1

1,424
5,529

9，184

6，383 1

4001

33,293

34,867

38,492

35,342

33,293

34,867

38,492

35,342

33,893

33,489

10，989

11,823

32.2％

32.6％別

幻

沁

２

０
－
５

６
４
４

３
－
４
４

27年 33.9％

28年’ 12,778

13,454

12,750

12,610

29.0％

30.2％

31.7％

33.2％

38.1％》
｜
》
帝

琴

・
１３ ’

1

40,276

33,889

37.6％

測
37.2％ 37.7％

32.7％25‘000｜ ‐ 8,169
I

’ 303 125,303

(注）

1本資料中の数値はいずれも概数である。

2令和2年の数値は， （同年9月までの累計)÷gx12で算出した推計値である。
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【機密性2】
第9表

第一審事件(ワ)既済件数に占める合譲事件｡単独事件の割合

50，000

i 口合議口単独(その他事件を除く）
‐ ~ ー －－~i

ﾛその他事件｜
-‐－－I

45，000

5,529
40’000 ｢一~一一一－

'

' 6，3836,383
－

’1,424

こ＝二35，000 400
＝＝ニーーーー＝

－

30，000

303
＝ 、 - - ニ ーーー25,000

35，92820，000

32,87332，310
31，387 30,886

15，000

22，913

10，000

｜

卜面了2,606
5,000

I

2，4712,557 ’ 2,564 2，506 2,0970

平成27年 28年 29年 30年 31年／

令和元年

2年

1’ ’31年／

令和元年
平成27年 28年 29年 30年 2年

爾認藪一「既済総数

－一一一一
－

33,891 136，291

1,424

44，021

5，529

44,526

9，184

40，276

6,383

25,313

内その他事件 400 303

実質既済数 34.867 38,492 35,342 33，893 33,491 25，010

合議数 2，557

7.3％

2,564 2,471

7.0％

2,506

7.4％

祇
一
職

２
－ 2，097

8.4％実質合議率 6.7％

通常事件既済

数(その他事件を除
いた数）

30，701

1 ，861

31,088 31,280 29,704 29，279

1，7701，770

22，151

1 ，479

6.0%6.0%

内合議数

合議率

1 ，675

5-4％

1 ,809

5.8％

1,692

， 5.7％| ｜
恥6.1％

※令和2年の数値は‘ （9月までの累計)÷9×12で算出した推計値である。

※通常事件は.通常部及び医療部に係属する(ワ)事件を対象とし,医療事件,商事事件,労働事件,建築事件交通事件及び知的
財産事件を含まない。

※本資料中の数値はいずれも概数である。

〆
"
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【機密性2】

訴訟事件判決の上訴率 第10z

一

<◎

(注）

1 本庁1部から51部係属の(ワ)， （手ワ)， （行ウ)， （し)， （力)及び(行オ)全事件を対象としている(商事,労働,医療,建築,交通及び知財事件を含む｡）。
2 「判決言渡件数｣欄の件数は.数件の事件について1個の裁判書で言い渡された場合でも,各事件数を計上している。
3 「上訴件数｣欄の件数は, 1件の判決に対して双方が控訴した場合,又は相当事者がそれぞれ控訴した場合には,各控訴件数を計上している。
4 「(ﾜ膠)通常･手形･小切手』欄の手形･小切手事件の件数は,通常移行した手形･小切手事件を計上している。
5 本資料中の数値はいずれも概数である。

－

H30

判決言渡件数 上訴件数 上訴率

H31/R1

判決言渡件数 上訴件数 上訴率

R2(1～9月）

判決言渡件数 上訴件数 上訴率

(ﾜ)(毒)通常,手形･小切手
－

－己－

㈲ 行 政

15,080
←－－－－二 f

461

2,540

261

16.8％

56.6％

15，107

436

2,366

245

15.7％

56.2％

8,028

229

1,462

121

18.2％

528％

(し） 控 訴 323 77 23.8％ 267 83 31.1％ 127 43 33.9％

駒)鰯 再審(訴訟） 0 0 ー

4 3 75.0% 1 1 100.0%

合 計 15,864 2,878 18.1％ 15，814 2,697 17.1％ 8,385 1,627 19.4％



第11表【機密性2】

民事訴訟事件未済審理期間
※（ﾜ), (舌),②, (し), (力),㈱を対象としている。
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１

Ⅱ

ｌ

い

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

川

防

ｈ

ｈ

牌

Ⅲ

旧

‐

Ⅲ

酢

旧

旧

川

Ⅲ

い

、

Ⅳ

Ⅱ

怖

旧

恥

Ｉ

Ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

卜

‐
い
り
。

１，

ぃ

卜
‘
Ｉ
４
Ｉ
ｌ
１
ｆ
ｌ

｜
’

2年以内'3年以内3年以内 5年超4年以内 5年以内

（×30) I (×42) (x54)

4年以内1年以内6月以内 審理期間

延月数
平均月数未済件数

(×3） (×84）(×18）(×9）
一’

235,749 9.42342 1 139 561,28525,030 5，576 4,503H28 131129

9.76243,045955，5101 4，695 1 1 ，312 1 413 1 1 1 1H29 24,891 12,755

9.94412 1 156 106 249，7471 .3845,433 1 4,787H30 25，122 12,844

卜
'一

i」

H 10.25277,1225，268 1 1，553 1 523 165 1 12531/R1 13‘396 6,01627,046 Ⅱ
ｌ
１
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
Ｊ
５
０
ｕ
ｕ
Ⅱ
０
℃
Ｄ
１
Ｉ
Ｄ
Ｕ
ｑ
０
Ｉ
８
ｌ
■
Ⅱ
１
１

R2

(9月末）
11.02653 1 231 1 166 362,2957,048 1 2,09514，214 8‘45532,862

’
－－ ＝－

1審理期間延月数は.各件数に｢事項｣欄記載の｢（×数字)｣を乗じて算出したものの合計である。

2本資料中の数値はいずれも概数である。

(注）

し未済期間別対比

未済合計 2年以内1年以内6月以内
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第12表
民事訴訟事件長期未済件数

※（ﾜ), (舌),②, (し), (力),鰯を対象としている。

【機密性2】

鋤
一
一

900口中断･中止

□B･C肝炎(H26～）

ロその他
800

※左側:3～5年,右側:5年超
唾
一
一

700

600
弱
一
一

理
「
一

珂
一

481 500
唾
一
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咽
一
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■
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I
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卓

認Ｉ
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な
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’
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二
「
封
1

劇3）
漉、

’h

0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2

’
5年超

中断｡中止IB.C肝炎｜ その他 ｜ 計その他中断｡中止 B･C肝炎

3～5年 未済件数
(3年超）

未済件数
（全体）

b

l

l計’ その他中断'中止 巳．C肝炎

I

’ ’奔
一
拝

２
－
２

成
一
平
一

406

457

467

507

420

３
－
０

－
１

粥
一
釦

46

60

３
－
７
８

１
「
６

９

５
－
５

４

26,133
－－－ I

24,042 i

22，847 1

23,505 i

24,619 1

’

馴

印

1

1

25年 382 10 ８
５
６
６

祀

馴

お
一
死

輔

38

10926年 7 54920 339 468

451

481

524

Ｕ
硯

27年 １

１

62

32

46

367

425

3 1 1 527邸
一
旧
一
旧

31

年
年
年

８
９
０

２

２

３

18 537625,030 ７

２

２

３
５
１１

「雨6193415

679

45424，896

’釦
一
帥

106442 ３
８
７
８
５
６

３
－
５
－
５

卵
一
“

25，117 19
一
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
凸
Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
卜
日
１
１
１
‐
』

46931年/令和元年 125

166

27,046

32『862

202 813

1 ，050

17

Iﾆ I 二

| 32,8621i2年(9月末） 884 83 7824 233 627

(注）本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】 第1e表

人鉦鯛ぺを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移

｜グラフ左から

'①訴え提起から第一回口頭弁論 ②第一回口頭弁論から人証調べ開始

|③人証調べ開始から人証調べ終了④人証調べ終了から口頭弁論終結 ⑤口頭弁論終結から判決言渡し
[一 一
◇全地裁（民事第一審読舩（全体） ）
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(注）本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】 第14表

通常訴訟事件(ﾜ)における判決率

亡=．既済総数(a) 601000 50,0％

45.0％

40.0％

35.0％

30.0％

25.0％

20.0％

15．0％

10.0%

5.0％

0.0％

剛
50,000

＝その他事件を

除いた事件

(d:a-c)
40,000

E＝．判決件数(b)

30.000

不今誇全体の判決 20,000
率(b/a)

10,000
→一その他事件を

除いた判決率

(b/d) 0

平成27年 28年 29年 30年 31年／

令和元年

2年

通常訴訟事件(ﾜ)における控訴率
｡,000 40.0％

17,315

[一三一.判決件

睦＝控訴件

一園一控訴率

数

数 15,000

35.0％

30.0％

25.0％

％
10,000 20.0％

15.0％

5,000 10.0％
】割。

49
5.0％

′‐ iZ|ZiZ ！〃’
2年 ’

110，736
． 1

1,949

118．2％ 1
－ ． ．－－－－－」

0 0.0％I

31年／

令和元年

15，119

30年

工

鶚
側
一

一
一
一

4,9ノ
子’Pｳーヨ

094 2.366
--

15.6%
一一

(注)1本資料中の数値はいずれも概数である。

2令和2年の数値は． （9月までの累計)÷gx12で算出した推計値である。
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平成27年 28年 29年 30年
31年／
令和元年

2年

既済総数(a) 36,291 44,021 44,526 40,276 33,889 25,303

うち判決件数(b) 14，971 17,315 15,027 15,072 15，119 10,736

判決率(b/a) 41.3％ 39.3％ 33.7％ 37.4％ 44.6％ 42.4％

うちその他事件(c) 1,424 5,529 9,184 6,383 400 303

その他事件を除いた事件
(d=a--c)

判決率(b/d)

34,867

42.9％

38,492

45.0％

35,342

42.5％

33,893

44.5％

33,489

45.1％

25,000
－一中 一一一

42.9％



【機密性2】
第15表

調停の状況

画
今

(注） ｢取下等｣欄の件数は,移送及び調停に代わる決定を含む。
本資料中の数値は,いずれも概数である。

1

2

受 理

旧受
’
１
０

新受 合計

既 済

成立 不成立 取下等
＃
ｉ
ｌ
０
Ｄ
ロ
ム
－
０
０
■
■
■
■

合計

未済

H27 273 447

■
■
９
０
４
■
１
４
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
Ⅱ
■
口
１

口

■

■

ひ

ｌ

Ｏ

Ｆ

６

ｊ

９

４

１

ｄ

■

且

■

■

■

■

■

■

■

720

203

(51.8%）

’
I

i

77

(19.6%）

112

(28.6%）

392

(100.0%）
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９
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６
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０
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Ｌ
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。
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Ｆ
ｎ
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I
▲
叶
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司
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▲
ｇ
８
ｐ
ａ
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９
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■
Ⅱ
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■
Ⅱ
日
０
。
■
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■
■
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凸
１
Ⅱ
甲
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(100.0%)
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【機密性2】

概況説明資料（刑事部）

表
表

表
表
表
表
表
表

１
２

表
表
表
一
一
表
表
表
表
表
０
１
２
３
４
５

１
２
３
４
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
、
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

刑事部の構成等

東京地方裁判所刑事部裁判官配置表

東京地方裁判所部内委員等名簿 （刑事部関係）

刑事訴訟事件 （新受， 既済， 未済） 年度別比較表

年度別新受人員調査表

刑事訴訟事件新受人員の推移

刑事訴訟事件， 外国人事件， 租税事件調査表

刑事訴訟事件終局人員年度別調査表

刑事訴訟事件未終局人員 （審理期間）年度別比較表

刑事訴訟長期未済事件 （ 2年経過）年度別調査表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表

裁判員裁判対象事件月別比較表

勾留関係事件等年度別調査表

勾留関係事件等の推移

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

医療観察事件新受件数調査表



第1表

刑事部の構成等

令和2年11月1日現在

部の数

1 合議部

2 令状部

第1

13か部

1か部（第14部）

第2配置人員

1 裁判官

（1）判事 47人（うち職務代行’人,■■■■■
（2）特例判事補 6人（うち研修1人，育休2人）

（3）判事補 20人（うち研修1人，病休1人）

計 73人

2裁判官以外の職員
（事務補助員，任期付採用者及び臨時的任用者は含まない。 ）

(1)調査官

(2)書記官

(3)速記官

(4)事務官

計

人１職休
，
、
０
ノ

人
人

１
１
体
休
産
産

人
人
６
３
体
休

圭
目
去
胃

ち
ち

声
フ
妄
つ

く
く

人
人
人
人
人

１
５
４
０
０

４
１
７
３

１

２

同行休業1人）

第3設備

1 合議用法廷 20室（うち裁判員裁判用法廷は16室（大法廷
1室， ピデオリンク法廷1室を含む。 ） ）

25室

5室

50室

単独用法廷

勾留質問室

計

２
３



東京地方裁判所刑事部裁判官配置表
一F五一弓茗一~覇T丙~罰 一｢宝氏 名 I期｜ 内線

所長代行

所長代行

名

恥
鋤
玩

■
(次室一首席書記官 橋爪

次席書記官 塚原

一｜ 氏 名 ｜期｜ 内
’面搾
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次席書記官
次席書記官
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第
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【機密性2】 ※刑事第4部兼務の裁判官は別紙のとおり
令和2年11月24日現在
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＜別紙＞

刑事第4部兼務の裁半I官

(3部）
〃

〃

判事

判事

判事補

丹羽

長池

佐藤

敏彦

健司

有紀

(11部）

〃

〃

判事

判事

判事補

吉崎

村田

池田

佳弥

千香子

翔平

(14部兼16部） 判事 向井 志穂

(16部）
〃

判事

判事補

野
村
西
松

一
泰
吾
光

(18部）
〃

〃

判事

判事

判事補

木
口
見

鈴
木
廣

巧

麻衣

光二郎



閂・ （升Ⅱ ■l狸甦

令和2年10月29E

：
1／2

◎常置委員会
常置委員所長代行
〃 〃

〃 判事

１
１
１
１
Ｊ

１
１
１
Ｉ
Ｊ

Ｉ
１
１
Ｉ
ｆ

Ｉ
１
Ｊ
１
Ｊ
ﾉI 特例判事補

◎事務分配関係委員会
委員長 所長代行
委員 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″
″

首席書記官
訟廷管理官
事件係長

部
部
部
部
部
部
部

８
１
１
５
６
８
８

く
１
１
１
１
１
く

く
く
く
く

部
部
部
部
部

４
０
１
３
５

く
１
１
１
１

く
く
く
く

◎裁定･丙類合識委員会
委員長 所長代行

委員
〃

〃

判事

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ

Ｉ
１
１
Ｉ
Ｊ

Ｉ
Ｊ
１
１
１

Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
１

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

(1部

（3部

（4部

(16部

(17部

(18部

、
０
０
Ｊ
、
、
、
″
ク
心
、
■
リ
グ
、
口
Ｄ
Ｊ
夕
、
１
０
〃
、
０
Ｊ
〃

◎新任判事補研さん関係委員会
委員長 判事 （3部）丹
委員 〃 （10部)．三
〃 〃 （13部）村
〃 〃 （14部） 向
〃 〃 （18部）木

◎司法修習生指導等委員会
委員長 判事 （18部）
委員 〃 (1部）

ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部

１
３
７

く
・
く
く

１
１
１

〃
″
″

″
″
″

補佐官 .〃 (7部）
（11部）〃 〃

(14部）〃 〃

（15部）〃 〃

島田

永渕健
野原俊
吉崎佳

村田千香
楡井英
西野吾

瀧岡俊
島尻大

永渕総
高橘康
川田宏

吉崎佳
平出喜

楡井英
橋爪正

鈴木

高橋

島田

永渕健
守下

丹羽敏

高橋康
西野吾

下津健
瀧岡俊

丹羽敏

三浦隆
村山智

向井志
木ロ麻

鈴木
守下

吉崎佳
平出喜

兒島光

結城真一

村田千香

大伴慎
赤松亨

一
一
郎
弥
子
夫
一
文
志
一
明
一
弥
一
夫
行
誠
啓
一
一
実
彦
明
一
司
文
彦
昭
英
穗
衣
巧
実
弥
一
夫
郎
子
吾
太

◎裁判例等整備委員会
委員長 判事
委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″

特例判事補
判事補

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″
″
″

訟廷副管理官
主任書記官 (13
管理係長
記録係長

◎図雷等整備婆員会
委員長 判事
委員

″
″
″
″

〃 。

判事補

訟廷副管理官
主任書記官 (17
庶務係長

◎善傭関係委員会
委員長 判事
委員 〃

″
″

〃
″

！
』
１
Ｊ
１
１
１
１

Ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ
ｆ
Ｉ
Ｉ

次席書記官
訟廷管理官
訟廷副管理官

(13部）

（6部）

(8部）
(14部）

(15部）
(17部）

(18部）
（1部）

（6部）
（8部）
(17部）

(13部）

(17部）
(11部）

(16部）

(17部）

(11部）

（6部）

（8部）

(17部）

管理係長
総務課長
総務課課長補佐
警務課長

警務課課長補佐
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊ'一東簡訟廷管理官

◎鑑定委員会
委員長

委員
判事
〃

〃 〃

″
″

主任書記官
記録係長

（6部

(15部

(16部
（6部

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

平出喜

室橋秀
蛭田円

遠藤圭一

三上

秋田志

木ロ麻

一社紀

名取
佐藤みな
松下健

飯田理
小川真

宇賀神保
中山史

下津健

村田千香
松村光
横川
秋守良

吉田智

吉崎佳
佐伯恒

野原俊
兒島光

村上剛

鈴木

荒川岳

宇賀神保
藤沢省
久保宗

勝野裕

澁谷
水出彫

佐伯恒

楡井英
小林謙
枚山克
中山史

一
紀
香
郎
潤
保
衣
行
桂
と
治
惠
弘
憲
子
司
子
泰
進
彦
博
弥
治
郎
夫
英
誠
央
憲
吾
義
之
聡
子
治
夫
介
彦
子

◎弁霊人関係委員会
委員長 判事

委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″
″

次席書記官
訟廷副管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

〃 事件係長

ｵﾌﾟｻ‘-ﾊ'一東簡首席書記官

◎記録関係委員会

(18

６
７
く
Ｉ

６
８
１
１
く
く

(4

(14

(18

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部

委員長 判事 （13部）

委員 〃 （6部）
(13部）〃 〃

″
″
″

次席書記官
訟廷副管理官

主任書記官

１
Ｊ
Ｊ
１
１

Ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ

Ｉ
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ

Ｊ
１
１
ｊ
Ｉ

″
″

押収物係長
記録係長

ｵﾌ‘ｻｰﾊﾞｰ事件係長

◎ICT関係委員会
委員長 判事
委員 〃

１
Ｊ
１
１
Ｉ
Ｉ

Ｊ
１
１
ｊ
ｊ
Ｉ

特例判事補
次席書記官
訟廷副管理官
主任書記官
管理係長

裁判員第一係長

(8部）
(11部）

(13部）

(14部）

(15部）
(18部）

(10部）

(11部）

(14部）

(10部）

鈴木

日野浩一一

野溺晃

西野吾

瀧岡俊
東郷友

横川
松本秀

木村ひと

長谷川由希

高橋

宮手

平出喜

日野浩一

村山智
村上剛
飯田理

堀崎真
遠藤尚
坂田眞治

大門亜也
細谷美
市川

山田

中山史
高橋

川田宏

井下田英

藤井俊
塚原雅
荒川岳
秋元

宇賀神保
向田隆

巧

郎

一
一
文
整
進
樹
み
子
啓
篤
一
郎

英
英
惠
二
記
士
子
幸
茂
晶
子
啓
一
樹
彦
彦
央
聡
憲
子

◎刑事法改正関係委員会
委員長 判事 （16部）

委員 〃 （3部）
（6部）〃 〃

〃 〃 (8部）

（14部）〃 〃

（14部）〃 〃

(15部）〃 〃

″
″

訟廷副管理官

主任書記官 （6
〃 〃 （7

（14〃 〃

〃 〃 （16

ｵプｻﾞｰﾊﾞｰ東簡訟廷管理官

◎外国人関係委員会
委員長 判事
委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″

訟廷副管理官

主任書記官
〃 〃

〃 〃

部
部
部
部

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

（8部）

（1部）
（3部）

（8部）

(13部）

(14部）

(14部）
(17部）
(18部）

（1部）
（3部）
（7部）

〃 〃 ，(8部）
〃 〃 （13部）
〃 〃 (14部）
〃 〃 (15部）
〃 〃 (17部）
〃 〃 （18部）

″
″

西野吾

長池健
室橋秀

坂田正

向井亜紀

遠藤圭一
赤松亨
横川

町島憲
相馬理

出牛一

飯野喜久
水出彫

野原俊
家入美
多田裕
蛭田円

渡邊一
三貫納
鏡味

兒島光
瀧岡俊

増茂留

高橋剛

鈴木基
相馬理

佐々木俊
小川真

増田孝

細谷美
秋守良

長谷川由希

｜
司
紀
史
子
郎
太
進
之
恵
明
夫
子

郎

香
一
香
昭
隼
薫
夫
文
美
弘
良
恵
典
弘
一
幸
彦
子

庶務係長 吉田智博
同係書記官 渡邉真知子

〃 〃 柿本真紀

ｵブｻ'-ﾊ'一東簡事件係長 ノII島真知
◎令状関係委員会
委員長 所長代行
委員 判事 (14

４
４
１
１
く
く

″
″

″
″

◎法科大学院関係委員会

部
部
部

ｊ
ｊ
ｊ

委員長 判事 （10部）

委員 〃 （4部）
（8部）〃 〃

(10部）〃 〃

(14部）〃 〃

(17部）〃 〃

〃 判事補 （4部）
〃 〃 （13部）
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官 （10部）

永
向
大
鏡
川
品
蛭
世
遠
兒
渋
伊
増
林

渕健
■■■■■■■

井亜紀子

伴慎吾

味 薫

田宏

川し の

田円

森
藤
キ
ー
ュ
圭

光
俊
島
谷

藤友紀
茂留

一
ぷ
香
．
郎
夫
介
子
美
広
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◎医療観察法関係委員会
委員長 判事 (15
委員 〃

１
１
１
１
１
１
ｊ
ｊ
１
１

１
１
１
１
Ｊ
１
１
１
１
１

１
Ｉ
Ｉ
１
１
１
Ｊ
１
１
１

Ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
！
〃 〃

、

１
Ｊ
１
１
ｊ

Ｉ
１
１
Ｉ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ

＃
Ｊ
１
ｌ
Ｉ

〃 判事補

１
Ｊ
ｊ
Ｊ
Ｊ

１
１
１
Ｉ
Ｊ

Ｉ
１
Ｊ
Ｊ
ｊ

ｌ
１
１
ｌ
ｆ

″
″
″

次席書記官
訟廷副管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

(1

(1

(1

(4

(4

(4

部
部
部
部
部
部

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
部）

(10部）
(10部）

(10部）

(11部）

(11部）

(11部）

(15部）

(15部）
(18部）

(18部）

(18部）

（1部）

（4部）
(10部）

(11部）

(15部）
(18部）

（

(1部）

(4部）

10部）
(11部）〃 〃

（15部）〃 〃

〃 ｡ （18部）〃

◎犯罪被害者等関係委員会
委員長 判事 （16部）
委員 〃

〃 〃

(1部）
(1部）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

句
。
△
螢
（
Ｕ
戸
ｏ

ｆ
ｌ
ｆ
、
１
１
１
Ｌ

″
″
″
″

″
″
″
″

″
″
″

次席書記官
訟廷管理官

主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

″
″

庶務係長
管理係長

(1

(3

７
０
６

く
１
１
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

オブ‘サーバー東簡簡裁判事 （2室）
〃 東簡訟廷管理官

楡井英夫
守下 実
古玉正紀

家入美香
高橋康明
品川しのぶ

深野英一
川田宏一
三浦隆昭
世森ユキコ

吉崎佳弥
井下田英樹
村田千香子

三上 潤
赤松亨太
鈴木 巧
瀧岡俊文
木口麻衣
一社紀行

渋谷俊介
清水洋佑
池田翔平
竹田美波
廣見光二郎
村上剛英
飯田理惠
濱口勝美
水戸達城
林 広

白崎康弘

羽賀秀博
市川 茂

西野吾一

古玉正紀
家入美香
多田裕－

深野英一

三浦隆昭

小林謙介

村上剛英
鈴木 誠

濱口勝美
鈴木基良
清水 、 洋

秋元 聡

大島修市

吉田智博
宇賀神保窓

金子益之
水出彫子

◎霞翔会

一
昭
．
弥
樹
子
佑
平
樹
郎
英
太
志
志
行
桂
と
治

幹事 判事 （3部）丹羽敏彦

幹事 判事 (14部）大伴慎吾

常任幹事所長代行 永渕健 一

幹事 判事

代表幹事判事 (15部）楡井英夫

幹事 特例判事補 （8部）

幹事 判事 (15部）赤松亨太

幹事 判事 (11部〉井下田

一
一
夫
潤
太
波

英
一

島尻大

一社紀
名取

佐藤みな

松下健

ｊ
Ｉ
１
１
ｊ

Ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ

Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

Ｉ
ｊ
ｊ
１
１

〃

〃 〃

〃

〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎刑事･少年関係連絡協蟻会
島田
永渕健

楡井英
三上

赤松亨

竹田美

永渕健

大伴慎

永渕健
丹羽敏

楡井英

川田宏

三浦隆
世森ユキ

吉崎佳
井下田英
村田千香
清水洋

池田翔

◎昼食会

◎裁判長懇甑会

◎霞水会

◎水曜会

一

◎霞隅会

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部

判事補

特例判事補 （8部） 島尻大志

判事補 (1部）

(6部〉 日野浩

(6部）
(8部）

０
０
０
１

１
１
１
１

ｌ
く
く
(l1

(11

(11

(10

(13部）村山智

(17部）

代表幹事所長代行
幹事
〃

〃

判事
〃 〃

〃 〃

〃 判事補

◎刑事裁判実務研究会

(15

(15

(15

(15

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

常任幹事所長代行 氷渕健

◎公判前整理手鏡委員会
委員長 判事 （3部）
委員 〃 （3部）
〃 〃

〃 〃

(4部）

(11部）
（13部）〃 〃

（17部）〃 〃

″
″
″
″

特例判事補 (8部）
次席書記官
訟廷副管理官

主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎公判審理手続委員会

（3部）

（4部）
(11部）

(13部）

(17部）

委員長 判事 （17
委員 〃 （3

４
６
！
く

″
″

″
″

〃 〃 (7

８
５
く
１く

″
″

″
″

″
″

訟廷副管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

〃 〃

３
６
く
Ｉ

５
７
１
１
く
く

◎裁判員選任手鏡委員会
委員長 判事 (1

委員 " (1
〃 〃 （6部）
〃 〃 (13部）
〃 〃 (16部）
〃 〃 （17部）
〃 〃 （18部）

″
″

〃

″
″

次席書記官

訟廷管理官

裁判員調整官
主任書記官
裁判員第一係長

同係書記官
〃 〃

裁判員第二係長〃

″
″
″

同係事務官

事務局次長
経理課長

ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

(1部）

丹
長
品
井
村
秋
島
東
横
八
水
白
坂
鈴
下
多
深
日
野
坂
三
飯
八
町
羽
鈴
守
古
室
渡
小
秋
木
東
鈴
佐
高
向
伊
酒
石
仙
依
木

羽敏彦
池健司

川しのぶ

下田英樹
山智英
田志保
尻大志

郷友整
川 進

木義昭
戸達城
崎康弘

田眞治士
掛 匠

津健司
田裕一一

野英一一

野浩一郎

漂晃

田正

上

理
義
憲
秀
正
秀
一
議
志
麻
友
宣
剛
隆
友

田
木
島
賀
掛
下
玉
橘
邉
林
田
口
郷
木
藤
橘
田
藤
井百合
川元

賀桃
田弘太
田 佳

一

史
潤
惠
昭
之
博
匠
実
紀
紀
昭
介
保
衣
整
誠
宏
弘
子
昭
子
子
代
郎
子

◎裁判員制度等広報委員会
委員長 判事 （7部）
委員 〃 （3部）
〃 〃 (7部）

ｊ
ｌ
ｊ

部
部
部

０
４
４

く
く
く

１
１
１

″
″
″

″
″
″

″
″

特例判事補 （8部）
判事補 （13部）

〃 〃 (16部）
〃 〃 (18部）
〃

〃

〃

〃

〃

〃

次席書記官
裁判員調整官
裁判員第一係長
同係書記官
総務課長
総務課課長補佐

◎裁判員裁判の在り方を考える委員会
委員長 所長代行
委員 判事

ｊ
Ｉ
Ｊ
１
ｊ
ｊ

ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ
ｊ

●

●
■
ケ
０
Ｊ
■
ロ
グ
■
■
Ｆ
凸
■
グ
Ｄ
■
■

●
″
。
、
ロ
ロ
、
■
〃
台
■
ｒ
一
■
■
Ｐ
●
ロ
ロ
ロ

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判事補

１
３
３
４
７

く
く
く
く
く
（8

(10

(14

（ 16

(17

(18

(14

ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

浅香竜太
長池健司

結城真一郎
世森ユキコ

向井志穂

鏡味 薫
島尻大志

伊藤友紀子
松村光泰

廣見光二郎
東郷友整
佐藤宣宏

向田隆子

柳沢正人
藤沢省吾
久保宗義

員会
永洩l健－
守下 実
丹羽敏彦
長池健司

深野英－
浅香竜太
坂田正史
川田宏一

三貫納隼

西野吾一

下津健・司

瀧岡俊文

藤井俊彦



刑事訴訟事件（新受，既済，未済）年度別比較表

÷新受

珊一既済

(延べ人員）(延べ人員）

9,0009,000

-孟一未済(不動事件を含む）(延べ人員） １
１’ 8,344

900

8,0008,000

800

６
１

7,000 7,000
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１
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‐
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【合議，単独計】
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年度別新受人員調査表

[備考〕 翻
心
ｌ
恂
鯛

甲類法定合議事件とは,裁判所法26条2項2号に定める合議制事件(法定合議事件)のうち乙類合議事件を除いたものをいう。
乙類(法定,裁定)合議事件とは,法定合識事件又は事件の係属する部からの申出に基づき裁定合議委員会において合議体で審判するのが相当であるとの
決定をした事件のうち公安労働等に関係する事件をいう。
部内合議決定には法定合議事件,裁定合議事件に併合された単独事件を含む。
下欄の｢1(10月末現在)｣及び｢2(10月末現在)｣は,令和元年10月31日現在と令和2年10月31日現在を比較したものである。
（ ）内は前年度以前受理事件を各年度に合議事件としたもので､いずれの年度にも計上していない。

年度

凋I 〃言 八 ＝ 謡「Zエータ&星、

合議単独合計 合議事件
単独事件

16 15,390 1,420 856 849 7 I 564 18（ 7 ） 10 536( Lol ) 13,970

17 15,216 1,427 947 947 ol 480 0 3 477（ 54 ） 13,789

18 12,509 1,345 888 888 0 ’ 457 15 0 442( 51 ) 11，164

19 10,587 1,113 755 752 3 I 358 3 4 351 （ 40 ） 9,474

20 9,479 1,184 821 821 01 363 2 2 359（ 57 ） 8,295

21 9,315 964 624 624 0 I 340 5（ 1 ） ll 324（ 62 ） 8,351

22 7,931 754 462 462 0 I 292 2 0 290（ 50 ） 7,177

23 6,896 501 345 345 0 ’ 156 1 ( 1 ) 0 155（ 53 ） 6,395

24 6,600 580 294 288 6 I 286 11 （ 3 ） 2 273( 61 ) 6，020

25 6,324 532 312 312 01 220 21 0 199( 21 ) 5,792

26 6,828 537 337 337 0 ’ 200 17 9
~ 181 ( 41 ) 6,291

27 7,763 776 472 470 2 I 304 0（ 6 ） 0 304( 60 ) 6,987

28 6,909 622 404 402 2 ’ 218 5（ 6 ） 1 212( 67 ) 6,287

29 7,662 509 353 350 3 I 156 0 3 153( 21 ) 7,153

30 8,714 478 370 370 0 I 108 12 0 96（ 25 ） 8,236

1 8,220 639 458 458 0 ’ 181 9（ 3 ） 1 171 ( 49 ) 7,581

1 （10月末現在） 6,706 486 359 359 0 ！ 127 9（ 3 ） 0 118（ 39 ） 6,220

2 （10月末現在） 6,216 468 305 305 0 ’ 163 11 1 151 （ 194） 5,748



刑事訴訟事件新受人員の推移
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刑事訴訟事件,外国人事件,租税事件調査表
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刑事訴訟事件終局人員年度別調査表
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～
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刑事訴訟事件未終局人員(審理期間)年度別比較表

’ →－6月以内

毛－1年以内

一へ－2年以内

一一2年を超える

(延べ人員）
(延べ人員）■

■

■

０

８

■

Ｉ

ｌ

ｃ

ｌ

Ｕ

■

９

１

０

土

日

７

？

４

凸

巳

Ｌ

■

■

■

０

１

2,500 400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

3,000 500再

ｑ

Ｈ

Ｔ

０

人

巳

Ⅱ

０

守

り

2，477 1
－－－」

486鯉
I

’(不動事件を含む)’ I

卜

』

！
『
ｉ
‐
！
‐
！
、
‐
ｌ
】
Ｉ
ｌ
Ｉ
‐
“
『
Ｉ
ｉ
ｉ
；
‐
●
〈
）

450

1429
(延べ人員）

2,500350
2,000 ■

■
９
▲
ｒ
ｒ
Ｉ
ｂ
■
■
且
、
■
■
■
■
■
■
■
■
■
画
■
Ｕ
４
■
■
■
■
日
日
■
９
６
〃
ｑ
Ｂ
Ｉ
■
９

400

１
１

’

2,206300 2,219 i
可 350

2‘000 －－斗

Lご塾K |‘耐
II １

１ 309
■
８
勺
ｒ
卜
↓
似
’
●
●
。
Ｏ
固
り
『
０
‐
０
，
１
．
■
■
●
凸
①

1,500
250 300

|‘” 刎
一
戸

’

256
1,500 250I

200

1,000 200
■

凸

■

■

０

■

且

■

Ⅱ

Ｆ

Ｌ

８

■

Ｕ

■

且

日

■

０

１

１

込

可

１

５

５

口

７

８

ｑ

・

▲

■

０

■

９

８

口

，

９

４

１

ｌ

ｏ

９

Ｉ

凸

甲

０

６

日

■

Ⅱ

９

１

凸

■

■

▽

凸

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

、
150

1,000
121

150

100

93
500 100

500

基望壼50

50

0

0平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【合議事件】

0 0
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

【合議，単独計】

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【単独事件】

令和元年
糾
的
剤

ロ

０

１

凸

■

Ｔ

９

１

６

８

口

■

９

Ｊ

も

己

ｆ

Ｕ

Ｈ

８

９

４

‐

４

ｆ

“

Ｂ

Ｐ

４

ｌ

ｒ

●

；

、

“

４

６

日

■

■

■

■

ｑ

６

■

０

１

■

９

日

。

’

ｊ
ｐ
Ｐ
ｇ
６
ｒ
ｊ
９
Ｄ
Ｂ
６
Ｐ
ｌ
↑

ヨ ' 1,582 1

930

25

、
960

凸
■
ロ

■
０
０
８
０
０
日
ｑ
今
Ｐ
１
１
，
１
凸
■
９
．
日
Ｐ

１
１

寺

571

●
■
Ｕ
■
■
６
■
○
・
０
日
わ
■
オ
ュ
■
■
画
■
■
Ｐ
ｆ
Ｉ
９
・
■
可
Ｐ
Ｌ
Ｄ
■
■
■
■
■

■

ｒ

６

ｄ

Ｆ

ｑ

ｄ

■

１

“

９

１

ウ

・

Ｑ

３

ｑ

Ｏ

‐

‐

４

１

９

‐

０

１

■

■

■

■

■

／
／
／

ノ
グ
〃
ノ
〃
〃
〃
〃
〃
／
〃

ｊ
″
。
一
万
，
ノ
ー
，

J

/，



刑事訴訟長期未済事件(2年経過)年度別調査表

1年度別調査表
2長期化事由調査表

(単独事件）

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

登表の長期未済1午数甲．令木ロ2年10月末日透

の不動事件を除く長期未済事件を対象とした。

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

柵
①
州

年度
未済
件数

長期未済
件数

長期未済件数
の占める割合
(％）

27 2,668

43

(25）

1．6

〔0.7〕

28 2,259

68

(24）

3.0

[1.9]

29 2,632

64

(24）

2.4

〔1.5〕

30 2,985

76

(24）

2.5

[1.7]

1

;(10月末現在）
●
●
●
一

3,033

､●”●*●●●●●●●●●●●e●－－●

2,898

78

(24）
｡－e●●凸ｳG●■●■●●●●e●●●e●守凸●●らこﾆﾆﾆﾆと二二

75

(24）

2.6

[1.8]
●○4000●｡●●●●●●･●●●●●●●●ウ●●●●●●●●Go0q

2．6

〔1.8〕

2

(10月末現在）
3,093

77

(24）

2.5

[1.7]

年度
未済

件数
長期未済
件数

長期未済件数
の占める割合
(％）

27 625
34

(21)

5.4

[2.1]

28 482
43

(20）

8.9

〔4.8〕

29 443
36

(20）

8.1

〔3.6〕

30 377
42

(20）

11.1

〔5.8〕

Ｃｏ
ｄ
む
。

■
●
Ｇ
Ｇ
Ｇ
Ｇ
ｑ
●
ｅ
●
。

1

､●●●●●●●●■C●●●●●｡o●｡Gbe■●■●■●●●G■●■

(10月末現在）

520

， ■■の｡｡守早●●●●●●●｡●●●●●●●●

449

47

（20）
了.….…….………"…戦．

（20）

9.0

〔5.2〕
9.4

〔4.9〕
2

(10月末現在）
557

51

(20)

9.2

〔5.6〕

合
単
別

事案複
雑困難

被告人
の逃亡
病気等

関連事
件の審

理待ち
計

合
議
事
件

2年以上

3年以上

4年以上

5年以上

6年以上

7年以上

8年以上

9年以上

10年以上

計

ll

3

14

4

4

2

10

7

7

22

7

0

0

0

0

0

0

2

31

単
独
事
件

2年以上

3年以上

5年以上

計

12

1

13

2

3

4

9 0

14

4

4

22

合議･単独計 27 19 7 53

年度
未済
件数

長期未済

件数

長期未済件数
の占める割合
(％）

27 2,043
9

(4)

0．4

〔0.2〕

28 1,777
25

(4)

1.4

〔1.2〕

29 2,189
28

(4)

1.3

[1.1)

30 2,608
34

(4)

1.3

[1.2]

1

●｡●q●p①0000●･●●｡●●｡●●●bDも●｡◆①0･●●●GOq
●

●

◆

●

; (10月末現在）
岳
●
Ｇ
▲

2,513

2,449

ｌ
ｊ
３
“
33

(4)

1.2

〔1.1〕
l.3

[1.2]
2

(10月末現在）
2,536

６
の
２
く

1.0

〔0.9〕



第10表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表
合議・単独別等の新受人員内訳

一計

1
〆

合議・単独別

年度 新受人員（延べ人員）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 合計 5年平均
令和2年
(I～10月）

法定合議事件
一一一一一=－一－口一一一一一一▲ ユー■一一一－ マクーーーーー 子一一 一一一一一一= 凸

裁定合議事件
－－－－士一一一一一一4－一一e G－ p－●一△ターー一凸一一一■ｰ－－－

単独事件

472

304

■ー■ ③ － ゆ 一－－ c■

6987

404

－一一‐Ⅱ－－－一

214
由一寸ウ －－一心 P■一一

6291

353
L畢一一ご ●←－－→一一

156

●ターーー÷→,凸一・一－一争

7153

370

－－二 号■ ■一一一一＝

108

一己■ ぬ酋一

8236

458

一 一一■一一一 二

181

一●｡÷字 ｡－ ■ ケ●一q一二 PF－

7581

2057

－+ 圭一一一●‐ マー

963

齢グー F■－－

36248

411

193

7250

305

一一一 ‐一一一

163
一一一一や一一一一

5748

新受人員合計 7763 6909 7662 . 8714 8220 39268 7854 6216

裁判員対象事件罪名（未遂を含む）

年度 新受人員（延べ人員）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 合計 5年平均
令和2年
(1～10月）

7

0

1

一一一→一一一一一一

0

一一一一 ＝一 L －屯一一頭

14

■一宇 4 ÷一マローー～一

12
一一一一一色一一一 －－凸一q

2

■■■■－P ＝可一｡－Pや－－

25

一一一一一一一

6

0

一一ウーー－－

0

－－－－③~岳→－－－一一－

0

－ － 一早‐ 一寺一 G － d＝一

0

－－－－－一一苧一

0

－ 今 凸 一 ÷ 苧一＝b一

48

一一 ‘ ､ー＝圭一‐さ●ﾛーーーー

3

2
－－－

1

7

一一一 －－

0

ー~－ ■一ザマのー▲－

23

＝一→一 ← ■早口 －■ 今ロ

0
一一 一 ■ － や一戸

0

ご 勺一 一 一一一一■

0

0

4

－ ■一●r l -ー『一一一

12

一F一寺→一一一一一

5

‐ ‐字一一－■幻 b 一 一一一

0

ー◇ ÷←と一一一 ÷●､､ 丘 ■ +◇一二一

19
合 ● ■■

つユ一一8

h－－－－ 一一一÷一0－

0

2

－－ﾕや L-

0

一■ 上 ←■ 一－－

0

－－－

0

一一一 一一 二 一口年一り r－口

44

一一 一 ●申5●一一一=

0

一一勺 ③－一ﾖｮ ■ ‐一 七

3

－－－－－rロー‐字

0

記申＝- 一一一一一＝一G ed

4

一幸 画一一一

0

＝▼ F－－－司 一争司●－－

26

曲一企一一今 －－÷＝

0

9

L 』 画

0

裁判員対象事件新受人員合計 〃
ｆ
“
、

150 96 151 143 203 743 149 105



〔

裁判員裁判対象事件月別比較表(制度施行月～令和2年10月）

～

職
二

二

剛

5月 ～
21年
12月 1月 ～

22年
12月

23年
1月～12月

24年
1月～12月

25年
1月～12月

26年
1月～12月 1月 ～

27年
12月 1月 ～

28年
12月

29年
1月～12月

30年
1月～12月

31年
令和元年
1月～12月

令和2年
1月～10月

合計
(H21.5～R2.10)

新受件数 104 180 151 139 133 147 150 96 151 142 202 105 1,700

既済件数 9 152 166 151 152 129 128 124 110 156 144 109 1,530

既済率
(累計）

8.7％ 56.7％ 75.2％ 83.3％ 89.1％ 88.9％ 88.3％ 91.9％ 89.6％ 91.7％ 89.1％ 90.0% 90.0%

31年
1月 2月 3月 4月

令和元年
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合計
(21.5～R1,12)

新受件数 12 12 13 30 7 18 12 21 12 20 15 30 1‘595

既済件数 7 16 13 2 10 15 17 1 8 12 21 22 1,421

既済率
(累計）

89.3％ 89.7％ 89.8％ 87.9％ 88.2％ 88.2％ 88.6％ 87.4％ 87.2％ 86.8％ 87.4％ 87.1％ 89-1％

令和2年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

合計
(H21.5～R2.10)

新受件数 10 11 10 18 12 9 7 13 5 10 1,700

既済件数 10 16 4 1 0 7 19 14 16 22 1,530

既済率
(累計）

89.2％ 89.5％ 89.2％ 88.3％ 87.7％ 87.6％ 88.4％ 88.5％ 89.2％ 90.0% 90.0％



勾留関係事件等年度別調査表
1 ｲ吐瀦rl

当理由開示請求墓

刊事第14部取枅

(c)請求総数のうち接見禁止等に対する準抗告

|{:隙呈鰯撫対する件ゞ
((a)+(b))

翻
一
㈹
剛

請求総数

ｚ
Ｄ
Ｆ
Ｉ
４
ｐ
Ｄ
ａ
０
Ｂ
Ｂ
ｃ
９
ｏ
Ⅱ

ｂ
ｌ
Ｄ
■
■
■ 発付総数 ’ 却下総数 発付率

27 15,899 14,526 1,373 91.4％

28 15,143
１

↓

１

１

Ｉ

１

13,758

■
９
８
０
日
◇
Ｉ
Ｑ
Ｆ
ｑ
Ｉ
ｐ

１
１

1,385 90.9％

29

30
一一晶 己凸一崔､｡

一

I
■

1

一一

(1～10月）

14,929 13
－●､－－－マーーーム

15,671

フ 154

13,811

■
■
■
Ｂ
Ｕ
０
上
■
■
■
■
■
、
■
■
■
■
ｐ
◆
ｆ
Ｉ
Ｐ
Ｇ
Ⅱ

1，775

1，860

↓
１
１
９
■
■
■
■
画
■
ｑ
Ｊ
９
Ⅱ
９
凸

88. 1％

88.1％

14,521

12,303

12，955

Ｉ

甲

Ｌ

ｕ

●

Ｐ

ｄ

Ｔ

Ｊ

。

４
Ｇ
口
６
■
９
４
マ
■
●
■
。

1，566

10,918 1,385

89．2％
－マ ー一一－■一~ ◆■－

88．7％
2

(1～10月） 11,494 10,690

■
■
■
●
■
・
ｄ

ｂ■ｒ

I
ｌ
ｉ
ｆ

804 1
１
Ｊ

93.0％

請求総数

４

日

■

１

９

■

８

４

巳

■

可

■

０

，

I
開示総数

27

28

147 1 126
－一一一一一一・一一一}－－－－－…－．－－－－－－

146 1 118

一ーﾛ寺

29

30

1

(1～10月）

105
６
●
巳
０
■
や
■
９
２
．
日

85
1

］04 1 92
－－－－－－一一一一..--, -.….‐ ‐－－－－．. ．－－－－‐ ≦ －_‐

93 1 88

84 80

2

(1～10月） 57 1 48
’

請求総数

１
６
■
８
Ｆ

｜ 許可総数 許可率

27 1,897 1,057

1
1

I
1

ド
55.7％

28 1,806 i 1,135 62.8％

29
－－午－－0 ▽－－．－－

30
－－－つ■一一や －q

Ｆ

‐

４

１
１

1
‐－

(1～10月）

1,931
１

０

０

Ｉ

1,330 1 68．9%

％
｜
刷
一
側

０
８
９

７
５
５

言
ｉ
十

８
７
－
６

９

羽
一
似

４
９

１

１

１

１

ｌ

ｉ
－
Ｉ
－
’

４
－
４
－
２

旭
一
ｕ
一
旭

２
《
２
－
１

一
一
』
凸
一
一

Z

(1～10月） 1,760
I
８
１

979 55.6％

請求総数 (c) (a) (b)

27 1,678 133 133 0

28 1,639 82 82 0

29 1，864 113 113

１
Ｄ
Ｕ
ｑ
Ｕ
６
０
７
９
凸
ｌ
ｕ
Ｉ
ｂ
Ｉ
ｂ
４
ｂ

0

30 1,833 125
１
１

４
‐
‐
。

▽

125 1 0
申
’
二
■

1
一－－－－

| ('～10月）

1,815

1,559

Ⅲ｜ Ⅲ’ 0
－弓一一一一崖一一一

102 1 102 1 0
2

(1～10月） 1,703 137 1 137
ｂ
ｆ
Ｏ
Ｄ
ム
ニ
■
■

0



第13表

勾留関係事件等の推移
1 勾留請求事件関係
誼求及 付 24.993

24.365 一

】1M

521

12.9551

1

1

1

1

』

11】I】 1】1】1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

年度

保釈請求事件関係（刑事第14部取扱い分）2

3．000

2,500

學梁睾詫寺學梁睾詫寺2,000
1，5ZUI，817

五三三窒豊型型“
1，5ZUI，817

五三三窒豊型型“雪迅､当睾2？

J/L
1－go

。／L
1－go

I

1，500
’

4

饗鑓等三万八¥饗鑓等三万八k：饗鑓等三万八k： "j.32'1,32(鰯j,32'1 ,32（鰯j,32'1 ,32（ 7

1．000

柵】ト柵】ト柵】ト

500

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

年度

準抗告請求事件関係3
2，0”

LM

539

1，750

1，500

1，250

1 ，000

750

500

250

0

p一七p一七

普〆f"U--F普〆f罵XU--F
084 1，UBl
宮

084 1，UBl
宮

一弐J一弐J
一一》』qココU

主印
》』qココU

主印

１
４

マ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

年度

却下

一一萠求総数(件数）

--→--.発付総数(件激）

－合一却下総数(件数）

白金

19，
毎m内

9

9.346

－

287

K9,35j
21胸ざ
9，208

マ マ

9609,975 A‐

▲二■ 575△

△

712
△

667

A

730
△

691
▲

6，偶

91可識

L

77 145 130

△･一韮
､ ■

166

崖鵲込挫畢畢芸▲ ■ ■

176

△

228

△

298 331

〆
,公 285260
A ･通

呈函夕

△
J59

＆

■ ■ b r 4 Q D 凸 B q

9

6 p C L

－，－節求総数(件数）

一うち許可縫数(件数） 2．50＆ 435 2，473

0 ， ， 、 b 。 J o E c Q L O △ 、 O I O ロ h O Q

→一舗求総数（件数）

－うち接見禁止等に対する準抗告(件数）

－－ 一一 －

－一一七一～一一*－－一一句

争一一一

－

－

672ツ
－－一 ■－

229
198 217

302 258

198四一局

一一一 口－ー一一一二一一一卓一苧一両

豐戦;一覧~t-瞳堅塁
画

20 17 2 18 16 15 ]2 fP 17 12 里一宇夢』艶L↓幽旦一興豊典ﾐ豊幽里鼬



第14表

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

第15表

医療観察事件新受件数調査表

※括弧内の数字は，東京地裁以外の裁判所での入院決定に対する申立て

年度

勾留質問した被
疑者総数

勾留質問した
対象事件数

鴎
割合

総
する

請求総数

件
す
事
対
象
に
合

対
数
割

る 選任決定 請求撤回 却下

職権によ
る選任決
定

選任決定総数

対象事件
数に対する

割合

平成27年 15,900 10,621 66.8％ 7,298 68.7％ 7,119 167 12 151 7,273 68.5％

平成28年 15,143 10,080 66.6％ 6,880 68.3％ 6,650 132 30 139 6,789 67.4％

平成29年 14,929 9,992 66.9％ 6,767 67.7％ 6,595 145 23 173 6,768 67.7％

平成30年 15,671 13,528 86.3％ 9,021 66.7％ 8,776 208 37 187 8,963 66.3％

令和元年
一 . 凸一一一一一一一一一一

(l～10月）

14，521
● ･一一■一■－－

12,303

一一

14,521

12,303

100.0%
ー－－－－－

100.0%

9,560

8,067

65.8％

65.6％

9,308
-●－マー一色→一一

7,847

182

161

70

59

261

216

＝-

8,063

65.9％

65.5％

令和2年
(1～10月）

11,494 11,494 100．0% 7,874 68.5％ 7,642 92 34 161 7,803 67.9％

年度
42条1項の決
定をすることの

申立て

入院継続の確認
の申立て

退院の許可の申
立て

医療の終了の申
立て

通院期間延長の
申立て

再入院の
申立て

合計

平成27年 22 89(38） 48(22） 6(1) 2 0 167

平成28年 23 106(42) 33(13) 7(1) 1 1 171

平成29年 33 92(29） 36(17) 8(3) 3 1 173

平成30年 27 97(29） 32(10) 5 4 0 165

令和元年

(1～10月）

躯
一
肥

－

99(20）
ー■ﾕ L一一－－画｡七一

81 (17)

28(10)
一→一一一つ一｡－－一一一

25(10)

一

5(2)
－－画一一一○－－■ー

4(1)

7(1)
‐－一子一一 一一一●－－■

5(1)

’
一 ﾖ ▲ ④ 合一－℃ 一一■－ 今 一 －

1

162
－← F－－－

132

令和2年
(1～10月）

17 88(25） 19(5) 4 2 0 l30
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立川支部概況説明資料

東京地方裁判所立ﾉ||支部
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【機密性2】

令和2年12月17日

東京地方裁判所立川支部の概況（令和2年12月期）

立川支部長吉田 徹

1 組織の概要

(1)部の構成（第1表）

（2）裁判官の配置（第2表）

2事件の概況

(1)民事事件の動向等

ア民事訴訟事件について（第3表ないし第5表）

イ民事訴訟以外の事件について（第6表ないし第10表）

（2）刑事事件の動向等

ア刑事訴訟事件について（第1 1表ないし第15表）

イ裁判員裁判対象事件について（第16表の1， 2）

ウその他（第17表ないし第20表）

3 その他



【機密性2】

令和2年12月17日代表者会議資料立川支部

表
表
表

１
２
３

第
第
第

民事部・刑事部の構成

裁判官配置表

1 民事訴訟事件年度別新受，既済，未済件数図表（ﾜ)･(琴)･(力厭訟

2民事訴訟事件年度別新受，既済，未済件数表（ﾜ)･(善)･(力厭訟

3民事訴訟事件既済件数の内訳図表（ﾜ）

4民事訴訟事件年度別既済件数内訳表（ﾜ）

1 民事訴訟未済事件の審理期間図表（ﾜ)･(毒)･〈力斯訟

2民事訴訟未済事件の審理期間別表（ﾜ)･(琴)･(力厭訟

1 専門事件年度別新受，未済件数表

2専門未済事件の審理期間別表

1 不動産執行事件年度別新受，既済，未済件数図表（ﾇ)･例

2不動産執行事件年度別新受，既済，未済件数表

1 債権執行事件年度別新受，既済，未済件数図表”･㈱

2債権執行事件年度別新受，既済，未済件数表

1 破産事件年度別新受，既済，未済件数図表（ﾌ）

2破産事件年度別新受，既済，未済件数表

l 通常再生事件年度別新受，既済，未済件数表（再）

2個人再生事件年度別新受，既済，未済件数図表（再イ，再ロ）

3個人再生事件年度別新受，既済，未済件数表

1 労働審判事件年度別新受，既済，未済件数図表（労）

2労働審判事件年度別新受，既済，未済件数表

3労働審判事件終局件数の概況

4労働審判事件審理期間

刑事訴訟事件（新受，既済，未済）処理状況調査表

刑事訴訟事件（新受，既済，未済）年度別比較表

l 刑事訴訟既済事件の審理期間図表

2刑事訴訟既済事件の審理期間別表

1 刑事訴訟事件未済人員審理期間図表

2刑事訴訟事件未済人員審理期間別表

刑事訴訟長期未済事件（2年経過）長期化事由調査表

1 裁判員裁判の対象事件数等

2裁判員対象事件の新受人員罪名別一覧表

勾留請求，勾留理由開示，準抗告申立事件一覧表

医療観察事件新受件数調査表

第4表

第5表

第6表

第7表

第8表

第9表

第10表

表
表
表

１
２
３

１
１
１

第
第
第

第14表

表
表
５
６
１
１
第
第

表
表
７
８
１
１
第
第



【機密性2】

表
表
９
０
１
２
第
第

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

即決裁判事件申立件数調査表



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第1表

民事部.刑事部の構成

令和2年12月1日現在

7】執

I牙干咽偲毒得全

－ 11

II

千11

通常部

合議部 3か部

官職 人数 備考



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第2表

裁判官配置表

----斗

一一一 二 一.ﾛ . や_ 一,←

ｌ
』
舅

堅
碗
一
“
｜
祁
一
的
一
帖
応

■■■■■

ー

弓 ■■

÷ 垂D面

椰
一
胡

竜

所 属 氏 名 期 備 考

支部長 判事 相澤眞木 40

総判事 吉田尚弘 41

判事 田中智子 47

判事

判事

佐野義孝

牧野宇周

53

57

一子･ F ■今一一一・－一ー－－－－－－ －－－

補

総判事

判事

平井美衣瑠

ー

一一▲一一

木文智

一一一

角田ゆみ

→－

68
－

42

一

47

’

吟一一一一一｡－口一一一－ﾛ

一= 一 ■一一一一年一一－－－▲一△一■

判事 高谷英司 50

判事

補

樋口正樹

三木洋美

52

68

－－－－■－▼｡
－■F－pD－－

，

民事第3部 総判事

判事

判喜
弓
ヨ

判事

補

今岡 健

中嶋 功

小川雅敏

餘多分亜紀

石黒瑠璃

42

45

46

51

68

総判事 河田泰常 42

判事 小田靖子 47

特補 池上絵美 新64

特補

特補

－

高
一
戸

橋
一
塚

安紀子

絢子

= 一一一一

新64

66

横浜地から常てん補.■■

兼補

兼補

兼補

平井美衣瑠

三木洋美

石黒瑠璃

68

68

68

－ー－一一■写●－一÷一一－－●二丁 ﾛ 鄙 －

今一一一一一今 ﾛ 一 ｡ 己－

総判事

判事

特補

特補

総判事

判事
一

補

総判事

判事

判事
一一cb ．＝一一一一一

判事
D‐~← 一一一

特補
ｰ～－－－ユー－~ 可 ■

補
一
補



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第3表①

’民事訴訟事件年度別新受既済.未済件数図表 （ﾜ)･(琴)･肋)訴訟
（平成27年度～令和元年度）

ー－－－－－
－

－

3,200

，
１3,000

2,948

2,800
2，786

2,600

件

数2,400

2,200

2,068

2,000
2,047

1,800

1,600

1,400

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

－－－－－

－－－

2民事訴訟事件年度別新受,既済,未済件数表(ﾜ)･(善)･(力)訴訟
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Ｉ
Ｄ
や
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６
９
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ｌ
■
’
且
■
■
ｆ
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ｊ
■
ぬ
■
Ｕ
４
Ｕ
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ｐ
６
ｒ
ｆ
Ｉ
ｌ
Ｊ
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Ｐ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
ｇ
４
ｄ
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F ゥQ●

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
元年度

(1～10月）

令和2年度

(1～10月）

新受

うち過払金事件

(%）

2,948
■■P－c●つ‐の｡q■q■‐■

195
p‐幸一ワロ●DCq■‐ロ■

6.61％

3，010
q■●pっ‐●｡●つむロ■｡

139

4.62％

3,088
●｡｡●●｡‐■、｡●‐‐■

112
d■のq■‐P1■‐つpq■｡■9

3.63％

2,800
つ‐今一ローーーーーー●4

83
●‐q■一‐‐‐●の｡一一q

2.96％

3,046
‐ロ口一一一勺‐ー■、｡●4

81
‐q■‐口■■ー■pー‐‐q■●q

266％

q■｡‐－－口224ZQ

71
‐今ウーロ●‐q■ー‐‐｡'

●

。

2.87％

‐■D●●●卓

■ー■P●－

2,560
毎●●｡｡｡

‐q■

。

55
■■b●‐●

215％

既済 2,786 3,066 3,087 2,835 2,977 2,403 2,022

未済 2,068 2,012 2,013

箕

1,978 2,047 2,045 2,585



(東京地方裁判所立川支部） 第3表②【機密性2】

3民事訴訟事件既済件数の内訳図表（ワ）
令和2年末(推計値）

「.一

’その他

1 1 .2％

取下

17．5

’
4民事訴訟事件年度別既済件数内訳表（ワ）

決定 取下げ既済件数 判決 命令 和解 その他

平成27年 2,784 1,207 1,10621 6 414 卯
一
州平成28年 3,065 1,402 19 9 1,185 409

平成29年 3,086

2,835

1,386

1 ，297

９
２

１

１

1，265

1，132

10

41

377 29

41

・ 101

271

312

358

425

2，977 1,378 1,094

707

18

19

、 28

7令和2年 2,424 995

※令和2年における数値は，同年10月までの累計÷10×12の推計値である。



【機密性2】
1

(東京地方裁判所立川支部） 第4表

1民事訴訟未済事件の審理期間図表（ﾜ)｡(言)｡(力l訴訟
令和2年10月末日現在

’
5年以内

0.3％

2年以

2269

6月以内

423％

｜
「

26．1％

’

仇)再審訴訟の未済0件, (舌)の未済ほ1拝

2民事訴訟未済事件の審理期間別表(ﾜ)･(言)･(力)訴訟

6月| イ年2年
以内以内以内

(×3) | (×9) |(×18）

2年未済

件数

a)

審理期間

延べ月数

b)

平均

月数

b/a)

’
1
1

27年度
１
１
２
－
４

羽
一
羽

2，068 1,106 428 97 22 25 8 19,902 9．62
l

25 125

別
１
１
１
Ⅵ
刈
１
１
川 縢鴛

2,012 1,034 447 92 8

19

12 19,467 9．68

’
1

１
１

｜ ，。2，013 1聖山 454 393 1919 2 18,450 9．17

’ ’’
1

11 ，978 969 445 430 107 1 24
L

2 1 19，062 9．64０
１
↓
ｔ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

’

’2,047 1,045 451 387 130 1 27 1 6 １
’ 19，602 9.58

413

583 ‘

413 261,008 1| 4zQ2,045

;蓋
122122

' 1:::|芸|菫|篇| 署 。’ ， "” Ⅲ
※「審理期間延べ月数｣欄は‘期間別の未済件数に｢期間｣欄のうち｢（×数字)｣を乗じて算出し
たものの合計である。

6 0 19，764 9

2,585 1093 1 674 167 55 4 27,981 10

，66

.82
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【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第5表

1専門事件年度別新受,未済件数表

2専門未済事件の審理期間別表

言末02年10眉

ﾖﾛ間鼎Ilr 可日陛

専門事件の事件数は,ミンタスの事件検索によって抽出した数字である。
平均月数の上段（ ）書き内の数値は,令和元年10月末日現在の数値である。

※
※

年度
令和
元年度

元年度

(1～10月）

令和2

年度

(1～10月）

新
受

交通事件
l ●D■b ■b●●b●●の●b●｡●わ‐I

労働事件
一○‐｡《■｡‐●口‐●ローー■

医事事件
一●‐。■ I■‐‐1■‐‐d■｡q■一口

建築事件

377
q■●の‐｡‐｡●一

77
●｡｡。■ロ｡●｡。■

16
pロロ●bC－つゆ■P

33

317
’ ロー■Pつ●●の｡｡

59
●‐｡●■し●●1■｡

14
●d■●‐●4■1■■■

20

274
●4■ロー■、 ■■ロロ■ー

75
●●●｡●｡●ロ■

16
D●つ●●‐4■争一

34

未
済

交通事件
一●、｡■■q■ｰ‐‐q■d■■DpDQq

労働事件

医事事件

建築事件

363
‐■、－■■ Q■●ゅq■‐

109
、●｡■■■●●の｡

25
p■●■D■Dや●‐●

57

391
●‐の■PQC‐●q

‐の ｡■

6

110
●●口｡■

26
つの‐●4■●d■●■

49

436
P■q■ローロロー‐

147
p●｡●｡‐‐■、②

、● ■、 Q■■ト

①

30
4■‐q■●

72

未済

件数

a)

6月

以内

(×3）

1年

以内

(×g)

2年

以内

(×18）

3年

以内

(×30)

4年

以内

(×42）

5年

以内

(×54）

5年を

超える

(×84）

審理期間

延べ月数

b)

平均

月数

b/a)

件
一
件

事
一
事

蝿
一
柵

－－－申ウー－

医事事件
→一一一一一凸一一訂■－■－－一一』－■

建築事件

436

147

30

72

146
－ー4△一

42

9

21

147

44

5

18

128

40

6

17

14

16

5

11

1
－－－－ウー一

5

4
一一一■二■幸－F』ず－

3

0
一一マーマーママ◇ .▲ ▲一

0

1
ヰーーサー－

2

0

0

0
－r 』 ■rー－

0

4,527

1,932

p一宇÷－－■～

552
－■

1,095

(8.65）
10.38

(12.87）
13.14

(17.63）
18．40

(17.20）
15.20



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第6表

1不動産執行事件年度別新受,既済,未済件数図表 （ﾇ)･㈲
－－－－

一一一

900 △一一

が
臆
|ン

800

700

682

668 ６

６

51

ンg'｡．
15

500

487

4464

400

300

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

－－－
－－－

－－

－－－－－

2不動産執行事件年度別新受既済,未済件数表

の季

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
元年度

(1～10月）

令和2年度

(1～10月）

新受 668 629 587 622 651 525 456

既済 682 687 636 574 615 507 378

未済 487 429 380 428 464 446 542



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第7表

’債権執行事件年度別新受,既済,未済件数図表州･㈱
（平成27年度～令和元年度）
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2債権執行事件年度別新受,既済,未済件数表

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
元年度

(1～10月）

令和2年度

(1～10月）

新受 2,857 2,700 2,986 2,980 3,410 2,748 2,324

既済 2,802 2,652 3,095 3,010 3,324 2,706 2,776

未済 2,630 2,678 2,569 2,539 2,625 2,581 2,173



(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】 第8表

1破産事件年度別新受,既済,未済件数図表（ﾌ）
(平成27年度～令和元年度）

2,000
； i : 1.927

‐

1,843

1,800

-●--新受

一謡--既済

--合一未済
1,600

1,400

1,200

1,115

1.088

1,000

800

600

550J

400

」
287

200

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

ー一，－－－－
－ －－－一一

－－一。■■ △ O d－－

2破産事件年度別新受,既済,未済件数表

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
元年度

(1～10月）

令和2年度

(1～10月）

新受
の今一一■■ーg■。■●●q■｡●のc－q

うち管財人選任件数
｡‐の■、一句一一‐｡｡｡‐｡ー今■

(%）

1,088
‐‐－－－－－｡q■一一一,

394
－口｡‐1■ q■ q■｡■●q－q

36.21％

一つ｡‐
1，321

‐ーーーq■一一口1

525
－1■。q■｡■、■し‐｡‐q■ｰq

39.74％

1，512
-一一一一●。■｡‐●｡‐
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ｰ‐‐一■Ppnp－cD｡I

39.29％

●●●■‐
1,852
｡－．■｡｡‐－

734
｡。■口q■●●cqDeq■｡

39.63％

1，927
q■。■p‐4■｡●●‐0■q■‐
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‐｡●‐ロq■｡｡‐の一一
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････｡｡ ‘ﾛロ･･･,‐ー‘｡？･・
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88
ｰ●■b q■ロロ 4■一‐ロ■サー

622
‐ロー●○一■D‐‐■■●の

39.17％

既済 1．115 1,240 1,452 1,814 1,843 1,519 1,483

未済 287 368 428 466 550 5 655



I

【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第9表

1 通常再生事件年度別新受,既済,未済件数表（再）
亨

2 個人再生事件年度別新受,既済,未済件数図表（再イ,再ロ）
（平成27年度～令和元年度）
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27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

－

3個人再生事件年度別新受,既済,未済件数表

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
元年度

(1～10月）

令和2年度

(1～10月）

新受 0 0 0 0 0 0 0

既済 0 0 0 0 0 0 0

未済 0 0 0 0 0 0 0

2夢P～

糸5週_当旦毫',，
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ﾂp一二忽‘フ
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【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第10表①

1労働審判事件年度別新受既済,未済件数図表（労）
（平成27年度～令和元年度）

－

’
1－

9

9

27年度 28年度
鑿審 30年度 元年度

クマも一一－

一－－－

2労働審判事件年度別新受.既済,未済件数表

年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度
元年度

(1～10月）

令和2年度

(1～10月）

新受 73 65 65 112 91 78 60

既済 78 65 66 102 93 71 44

未済 11 11 10 20 18 27 34



(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】

3労働審判事件終局件数の概況

第10表②

’ 計 ’令和2年

]～10月
27年 28年 29年 30年 グラフ(処理別割合）元年

調停成立 60 47 54 71 71 31 334

’審判 ７ 3 ７ 14 431 1 1

24条終了
I

4 8 1 12 364 ７

2

取下げ 7 7 4 5 57 35

移送 0 、 0 0 01 00

回付 0 0 0 0 停成立

74.6％

0 0 0

却下 0 0 0 0 0 0 0

@51 ‘61 1021 93165 66 102 93計 78 44 448

｜
’

※処理別割合は､平成27年1月から令和2年10月末までに
終局した労働審判事件における終局事由別の割合である。

4労働審判事件審理期間

審理期間平均757日

｜ ‘件 ’5件1～20B グラフ(審理期間割合）

21～30日 3件 1～20日

31～40日 41件

41～50B 73件

51～60日 56件 日ＯＳ
跳
）
１
７

一

０１１
郭
》
６

声
『
０
．０１

61～70B 49件

71～80B 52件
91～100日

8乱81～90B 30件

～60日

12％

1

91～100B 36件

81～

7
101～110B 27件

111日以上 76件
l

L
12％

合計件数 448件

※労働審判事件審理期間は.平成27年1月から令和2年10月末日までに終局した労働審判事件における申立てか
ら終局までの日数である。



【機密性2】
(東京地方裁判所立川支部） 第11表

刑事訴訟事件（新受，既済，未済）処理状況調査表

年度
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ｑ
画
■
■
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平成28年 86 1．441 1．527 130 1．505 1．635 104 418 522

平成29年 309 1.364 1,673 126 1，300 1.426 351 418 769

平成30年 138 1,593 1．731 397 1,485 1．882 132 486 618

令和元年
Q■■4■●●■●d■Q■幸■DロロO●●●q

（1～10月）
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(1～10月）

67 1．358 1．425 106 1．270 1．376 79 564 643



【機密性2】
（東京地方裁判所立川支部）

一

刑事訴訟事件（新受，既済,未済）年度別比較表

第12表’

人員

2,000
人員

2,000--。一新受壱一既済－公一未済
人員

450

1,800
1,800

ﾑヨ
400

ここ妻1,600
1,600

350

▽ラフ二1,48
1,400
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0
0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【合議事件】

0
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【単独事件】
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

【合議，単独計】

典 486 505

‘5，へ－－一／金一
418 418

769



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第13表

1刑事訴訟既済事件の審理期間図表

(令和2年10月末日現在）
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2刑事訴訟既済事件の審理期間別表
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【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第14表

1刑事訴訟事件未済人員審理期間図表
(令和2年10月末日現在）

2年超

1年

17
1月以内

26‘3％

内

2刑事訴訟事件未済人員審理期間別表

1年

以内

2年

以内

2年を

超える

1月

以内

3月

以内

6月

以内

計

平成27年 256 182 89 66 26 11 630

平成28年 167 138 79 78 53 7 522

平成29年 207 184 138 162 71 7 769

平成30年 208 183 107 62 46 12 618

令和元年 179 110 79 52165 9 594

令和元年
138 170 129 126 26 10 599

(10月末日現在）

令和2年

(10月末日現在）

169 175 139 114 37 9 643

※事件数で計上

0



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第15表

刑事訴訟長期未済事件（2年経過）長期化事由調査表
（令和2年10月末日現在）

合
議
事
件

※実人員数で計上

一〆

合
単
別

事案複雑困難
被告人の
逃亡病気等

関連事件の
審理待ち

計

2年以上

3年以上

5年以上

6年以上

フ年以上

8年以上

9年以上

10年以上

2 2

0

0

0

0

0

0

0

計 2 0 0 2

単
独
事
件

2年以上

3年以上

5年以上

6年以上

計

1

1

2

1

1

2 0

1

2

0

1

4

合議・単独計 4 2 0 6



1

【機密性2】

1裁判員裁判の対象事件数等

(東京地方裁判所立川支部） 第16表

令和2年10月末日現在

※実施状況

実人員388人中,本庁への回付等により終局した事件21件(19人)を除く369人が実質審理を要する
実人員となるところ,そのうちの341人について公判が終局しており,実施割合は92.4％である。

2裁判員対象事件の新受人員罪名別一覧表
］2 10月 円丑E

受理件数 実人員

H21年度
(制度施行後）

52件
(※1月からの合計は70件）

43人

H22年度 61件 50人

H23年度 65件

(うち2件は訴因変更により対象事件となる｡）
47人

H24年度 37件

(うち1件は訴因変更により対象事件となる｡）
31人

H25年度 44件

(うち2件は訴因変更により対象事件となる｡）

夕 ･

41人

H26年度 31件 30人

H27年度 21件 17人

H28年度 29件

(うち5件は訴因変更により対象事件となる｡）
24人

H29年度 30件
27人

H30年度 46件

(うち6件は訴因変更により対象事件となる｡）
40人

令和元年度 17件

(うち1件は訴因変更により対象事件となる｡）
15人

令和2年度 23件
23人

合計 456件
388人

(※本庁への回付等19人を含む）

裁判員対象事件罪名

被告人数

2

年

元
年
釦
年
”
年
泌
年

27

年
妬
年
弱
年
四
年
麹
年
翠
年
刻
年
加
年
灼
年

18

年

17

年

旧
年

現住建造物等放火

通貨偽造
－

－－－△も一一 △一一一一 △－－－■可 ●一一 ■ ■■■ Ⅱ■■■■■ 二 二 h 生 』 里 ■ロ

偽造通貨行使

強制わいせつ致死傷

－

－－－一一一一△■一一一

一一－－－－◆－－－一■ 心一一●一一一一■子一一■q= ▽■■■ ■

1

4 3

3

1

2

2

3

2

3

1

1

1

4

3

8

4

2

4

2

3

1

5

3

1

6

8

6

2

1

4

2

1

7 7

11

7

9

1

強姦致死傷(強制性交等致死傷）

集団強姦致死傷
一一ー－－ー色■一4－－－－凸一■ ｡0-配● L凸■四二●, ■1→ Ⅱ■■■■■

1 1 4 3 1 2 3 4 8 4 5 12

1

4 6 3 12 8

殺人
－ゴー‐＝－－－

傷害致死

危険運転致死

一一一●一一‐一一一一一－争一▲一寸 ■F■ ← 坐 4 千 ■一曲一 ・一 ■L 句画■

－■一一-‐一一七一一 申 ､ 一 一一一画一ヨマ■ 亨－ 寺 B

－←一一一－－－■●

保護責任者遺棄致死

－

－‐ー－字ce－－－r 合 ｡ ■ -

4

1

7

2．

8 9

1

2

10

3

5

1

13

2

11

1

1

8

I

10

4

7

3

12

3

1

14

4

1

14

2

1

10

7

1

17

2

1

12

2

1

逮捕監禁致死
－

身代金拐取
一己毒一－一一ローもむ③一一一一▲ ■ つ勺｡‐＝一一一一弓●毛毎 口 今』 e訂

拐取者身代金取得等
－

強盗致傷(強盗傷人）

強盗致死(強盗殺人）

－●一一一一P－－▲与一－－一一二 一一▼■一■一一r - ▲ ■ 一ぞ b■■

一一一■~◆ ←■ー

C

‐T 宇今一一÷←一一一③÷ー －－－一

－－ﾛ ｰｰｰﾆｰ■勺－－－－ｳ － －－－－－←◇一 F－

強盗強姦(強盗強制性交等）
ー－－q申一一一一一一 '一二 一－－－－－ 凸一一一

－q■－－q－－－も一 －一一寺③一一一

銃刀法(略称) 31条(3条の13,発射),31条の2第2項(3条の4‘
営利目的輸入）

●一一一－－■つ－毎－一一一一一 一一 ●－＝

覚せい剤取締法41条2項(営利目的輸出入･製造）

麻薬及び向精神薬取締法64条2項(営利目的輸出入･製造）
－－ー一一

－一 －－

麻薬特例法(略称） 5条1～4号(業として行う不法輸入等）
－－－

組織犯罪処罰法(略称） 3条1項7号(殺人の罪）
ーー－●や一一牛一 一一一

8

4

■一■一句

一今一一

一一ｰ□

4

－←－

一一一

－r－q－

19

1

2

6
■

ケーー

7

1

角 凸 0－

由●● 一

7

4

や‐一一■守凸

全 一▲一国

10

1

一一一

－ ■むづ蝉｡

b一口』a

1

4

1

7

2

3

争一

3

13

1

25

1

9

1

13

20

6

3

一凸 凸

14

5

2

13

3

F一宇凸一

一口弓 ●

8

1

2

1

1
一 七一＝

1

I

26

4

3

2

1

16
~一

19
－

4

6

ー令一■

裁判員対象事件新受人員合計 23 17 46 30 29 21 31 44 37 65 61 70 46 40 64 74 62



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第17表

勾留請求,勾留理由開示,準抗告申立事件一覧表

(注)･｢勾留請求件数｣及び｢勾留却下数｣には,簡易裁判所判事が処理した事件を含む。

。｢勾留理由開示申立数』及び｢勾留･勾留延長に対する準抗告数｣は,立川簡裁分1ｺ立川簡裁分は含まない。

勾留請求

件 数

勾留却下数

(％）

勾留理由

開示申立数

勾留。勾留

延長に対す

る準抗告数

(準抗告総数）

平成2ﾌ年 3,423 166

(4.8%）

4 283 (363）

平成28年 3,331 169

(5.1%）

5 263 (349）

平成29年 3,213 169

(5.3%）

5 314 (404)

平成S0年 3,403 286

(8.4%）

9 274 (404)

令和元年 3,216 272

(8.5%）

8 343 (476）

凸

令和元年

(1月～10月）

2,715 235

(8.7%）

7 291 (400)

令和2年

(1月～10月）

2,743 183

(6.7%）

3 280 (404)
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ア

(東京地方裁判所立川支部） 【擬密性2】

1

医療観察事件新受件数調査表 第18表

被疑者国選弁護事件処理状況調査表 第19表

即決裁判事件申立件数調査表 第20表

年度
42条1項の
決定をするこ
との申立て

入院継続の確
認の申立て

退院の許可の
申立て

医療の終了の
申立て

通院延長の申
立て

再入院の
申立て

合計

平成27年 11 20 11 3 0 1 46

平成28年 13 25 8 0 1 0 47

平成29年 15 29 7 6 1 1 59

平成30年 7 33 9 1 2 0 52

令和元年 11 29 9 0 1 1 51

令和元年
(1月～10月）

9 20 8 0 1 1 39

令和2年
(1月～10月）

8 27 5 0 0 0 40

年度

勾留質問した
被疑者総数

勾留質問した
対象事件数

ｒ

被疑者総

数に対す
る割合

請求総数

「対象事件

数に対す

る割合

選任決定数

I 対象事件
|数に対す
る割合

平成27年 3.423 2,318 67．7％ 1,755 757％ 1.734 74.8％

平成28年 3.331 2.252 676％ 1,683 74.7％ 1.646 73. 1％

平成29年 3,213 2， 141 66.6％ 1,550 72.4％ 1.506 70.3％

平成30年 3.403 2,971 87.3％ 2, 120 71.4％ 2,067 69.6％

令和元年 3．216 3.216 100.0% 2.348 73.0％ 2‘312 71.9％

令和元年
(1月～10月）

2,715 2.715 100.0％ 1．983 73.0％ 1.950 71 8％

令和2年
(1月～10月）

2,743 2‘743 100.0％ 2,068 754％ 2．044 74.5％

年度 受理件数

平成27年 0

平成28年 0

平成29年 30

平成30年 9

令和元年 1

令和元年

(1月～10
日）

1

丁。『uと千

(1月～10
日）

1



1

令和2年12月17日

東京地方裁判所管内簡易裁判所')概況

所長代行者・東京簡裁司法行政事務掌理者

佐藤 治
折
ロ

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等と裁判官の配置状況１
１
２

号
弟

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

裁判官の配置状況

表
表
１
２
第
第

第2

1

事件の概況

東京簡易裁判所

民事事件 第3表～第9表

刑事事件 第10表～第13表

東京地方裁判所管内全簡易裁判所

民事事件 第14表

刑事事件 第23表

東京簡易裁判所以外の管内各簡易裁判所

民事事件 第15表～第22表

刑事事件 第24表～第31表

2

3

簡易裁判所における課題

民事訴訟事件の適切な審理

３
１
２
３
４

儘
弟

判決の実現に向けた取組

民事調停の利用拡大，機能強化に向けた取組

適正かつ合理的な事務処理を実現するための取組

地裁民事部及び刑事部との連携の充実
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【機密性2】

令和2年12月17日

代表者会議資料（東京地方裁判所管内簡易裁判所）

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

東京地方裁判所管内簡易裁判所の裁判官配置表

民事事件の概況 （東京簡裁）平成28年～令和2年(9月分まで）

民事訴訟事件終局区分別内訳表 （東京簡裁）平成22年～令和2年(9月分まで)鐵鯵

民事調停事件終局区分別内訳表 （東京簡裁）平成22年～令和2年(9月分まで)議蕊

民事通常訴訟事件の新受件数推移（東京簡裁）年別･平成22年～令和2年※

支払督促事件の新受件数推移 （東京簡裁）年別･平成22年～令和2年※

少額訴訟事件の新受件数推移 （東京簡裁）年別･平成22年～令和2年※

民事調停事件の新受件数推移 （東京簡裁）年別･平成22年～令和2年※

刑事事件の概況 （東京簡裁）平成28年～令和2年(9月分まで）

表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表

Ｉ
２
３
４
５
６
７
８
９
川
Ⅲ
岨
旧
Ｍ
胴
略
Ⅳ
旧
旧
別
別
塊
鮒
幽
閉
邪
〃
鮒
的
加
訓

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

刑事通常訴訟事件の新受人員推移（東京簡裁）平成22年～令和2年※

（東京簡裁）平成22年～令和2年※

（東京簡裁）平成22年～令和2年※

(譽廃島讓)平成28年~令和元年
（立川簡裁）平成28年～令和元年

（八王子簡裁）平成28年～令fl1元年

（武蔵野簡裁）平成28年～令和元年

（青梅簡裁）平成28年～令和元年

（町田簡裁）平成28年～令和元年

（八丈島簡裁）平成28年～令和元年

(罵豆大彙）平成28年~令和元年
（新島簡裁）平成28年～令和元年

(喜寿繋簔）平成28年~令和元年
（立川簡裁）平成28年へ令和元年

（八王子簡裁）平成28年～令和元年

（武蔵野簡裁）平成28年～令和元年

（青梅簡裁）平成28年～令和元年

（町田簡裁）平成28年～令和元年

（八丈島簡裁）平成28年～令和元年

(震豆大曇）平成28年~令和元年
（新島簡裁）平成28年～令和元年

刑事略式事件の新受人員推移

刑事令状事件の新受人員推移

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

(※)令和2年の数値は, 1月から9〃までの累計値について,前年度同期間との増減率を算出し,それをもとに令和
元年累計値から推計したものである。
(※※)パー ･･セント表示については，小数点以卜･2位を凹捨批入で処瑚〔ているため，合計100呪》にならない二ともき』
る。



第1表

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

(令和2年12月1日現在）

第1 東京簡易裁判所

l 室の数

(1) 民事 1 ()室

（通常5，集中1 ，少額訴訟l ,調停・借地非訟1 (X) ,督促1 (X) ,保全・過料l)

（2） 刑事 5室

（公判2，略式1 ，令状1 ，交通略式・令状1 (X) )

※印・ ・ ・墨田庁舎に配置

2 配置人員

(1) 裁判官

ア判事（兼簡易裁判所判事） 1人（司掌者）

イ簡易裁判所判事 104人（うち16人は墨田庁舎勤務）

計 105人

（2） 裁判官以外の職員

ア書記官 296人（うち67人は墨田庁舎勤務）

イ事務官 1 14人（うち32人は墨田庁舎勤務）

計 410人

（3） 民事調停官 14人（墨田庁舎）

2 八丈島簡易裁判所

l 簡易裁判所判事 1人

2 裁判官以外の職員

(1) 書記官 1人（書記官兼庶務課長）

（2） 事務官 1人

第2

第3 伊豆大島簡易裁判所



第1表

1 簡易裁判所判事

2 裁判官以外の職員

(l) 書記官

（2） 事務官

第4 新島簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2 裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

第5 八王子簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2 裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

計

第6 立川簡易裁判所

1 裁判官

1人

1人（書記官兼庶務課長）

1人

(伊豆大島簡易裁判所裁判官が兼務）

1人（書記官兼庶務課長）

1人

2人

7人

4人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

1 1人

(1) 判事（兼簡易裁判所判事）

（2） 簡易裁判所判事

計

2 裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

計

第7 武蔵野簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

1人（司掌者）

2人（ほかに東京鯆易裁判所からの填補が2人）

3人

7人

8人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記'自．）

15人

2人（ほかに東京鰯易裁判所から(ﾉ)填補が1人）



第1表

2 裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

計

第8 青梅簡易裁判所

1 簡易裁半ll所判事

2 裁判官以外の職員

(li 書記官

（2） 事務官

計

第9 町田簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2 裁判官以外の職員

(l) 書記官

（2） 事務官

計

8人

4人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

12人

1人

2人（うち1人は主任書記官兼庶務課長）

2人

4人

2人

6人（うち1人は(L席）主任書記官兼庶務課長）

2人

8人

〆＝〆
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第2 東京地方裁半ll所管内簡易裁判所の裁判官配置表

l 東京簡易裁判断裁判官配置表 令和2年12月1 7日現在

民事第】室 諦
一
》
一
》
一
諦
一
諦
一
》
一
罪
一
諦
一
》
一

一一‐－1

◆

罐
一
》
一
鐸
迄
健
一
鋤
左

山
一
田
一
見
一
林
一
平
》

丸
一
岡
一
浅
一
大
一
大

－4

一
一
辛

王
竺
聡
蚕

一
次
樹

一
浩
一
一
知
一
悪
賢
直

田
一
田
一
木
一
山
澤
下

須

己 P ｡ ●

●申

山
一
小
佃
青
大
岡

民事第2室

一
一
一
一
一

係
一
係
一
係
一
係
一
係
一
係
一
係
一
係
一
係
一

１
－
２
－
３
－
４
－
５
－
６
－
７
－
８
－
９
－

第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一

今 一

一一一一一

一一－

－一一

夫
一
則
一
弘
一
進
一
三
一
英
一
美
一
郎
一
郎
幸

雅
一
溝
一
昌
一
↑
雄
一
明
一
輝
一
吾
一
史
敏

田
一
林
一
甲
一
林
一
田
一
井
一
原
一
本
一
村
野

太
一
中
一
都
一
小
一
内
一
坂
一
篠
一
搭
一
木
今

民事第3室 聯
三
猟
一
噸
一
岬
一
州
一
州
一
聯
一
淵
一
州
一

第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一

"←一十一一

一一L■■

－－』←

一
↑
一
一
部
一

二
一
彦
一
夫
一
壬

仰
一
秀
一
郁
一
咲
一

一

p●一一一÷

や
一

夫
菫
二
男
一
途
一
弘

紀
一
一
二
一
総
一
恭
一
簾
一
一
裕

中山

松井

西 オヂ

小池

久 ノi l

田野

西村

橋本

ー

－－－ ｡ ■＝●

篠 llI

白倉

民事第.4室 係
↓
係
一
係
一
係
一
係
一
係

１
－
２
－
３
－
４
－
５
－
６

第
一
一
第
一
第
一
第
一
第
一
第
一
係
一
係
一
係
一

一
７
８
－
９
一

一
第
一
第
一
第
一

■‐ 舎

申国

一
↓
↑
一
一

一

一

一

コ

一

幸
一
廣
一
彦
一
司
一
彦
一
彦
一

利
一
保
一
正
一
晃
一
幸
一
昭
一
》

臘
一
川
因
藤
一
村
↓
本

美
一
臣
一
一
二
行
明

晴
一
正
一
謙
一
徳
靖

一
野
》
田
岡
曇
崎
屋

凸
今

五
一
横
禾
加
一
田
一
岩
天
ゞ
村
一
藤
一
田
土

－
１

｡一一

蕪（

民事第5室 係
一
係
一
係

１
２
－
３

第
一
箒
一
第
一

罪
一
》
一
》
一
罪
一
》
一
》
玉

。

渡邊直樹

落合 卓

大角文之

樋口愼 ・

森田芳久

二見勇二

末松宏之

舩田幸忠

達山千夏

西村公雄

民事第6室 柴田寛之
÷－ 一 つ■ー寺

青木正人

鈴木 紅

高野篤雄

凝田英夫
－－ 王一一一 F寺→一 -

岸野明メ

齋藤 章

吉武雅人

(－兼） 笠谷重典

(兼） 杉原隆治

(兼） 土橋 一一 徳

民事第7室 杉原隆治

笠谷重典

士橋一徳

民事第8室 井手良彦

(兼〉 岩崎彰生

(兼〉 内田雄三

小野 勝

恩田 岡'l

(兼） 松井秀彦

松下明夫

民事第9室 辨
一
》
一
評
定
》
一
葬
聿
》
一
》

●一一－h

-国 b

■争一

俊
一
樹
一
生
一
二

正
一
春
一
彰
一
隆
一

且
添
一
崎
一
本

上
一
山
一
岩
一
秋

一
彦
二

一
良
一
準

一
手
一
里
一
野

・
井
一
小

(兼）

一

,

民事第10室 係
一
係
一
係
一
係
一
係
一
係
一
係
一
係

凱
一
鐵
一
郷
一
鯏
一
飾
一
鯏
一
静
一
郷

一
三
昭
一
之
一
祥
一
陽
一

之
一
樹
一
治

正
造
弘
一
智
一
一
貴
一
直
一
智

内
一
田
一
尾
一
川
一
野
一
田
一
里
一
山

寺
一
永
一
丸
一
市
一
藤
一
新
一
南
一
松

↓
一

刑事第1室 係
一
係
一
係

襯
一
純
一
雛

士
一
司
一
律

高
一
秀
一

部
一
崎
一
井

渡
一
山
一
堀

刑事第2室 係
一
係
一
係

卿
一
純
一
卸

志
一
治
“
之

隆
一
賢
一
益

田
一
海
一
子

繁
一
廣
一
金

刑事第3室 岡野清
＝

一

丹生谷定利

山本有之助

横川保廣

刑事第4室 岩 ．間正起

岡本美樹雄

織田啓三

高野俊晴

多原收 ‐・

樽井利幸

長野慶・郎

占田 浩

森 齊一

刑事第5室 小林裕行

坂本昌弘

笹本 昇

吉沢匪袴



第2表

2 東京簡易裁判所以外の管内各簡易裁判所裁判官配置表

令和2年12月17日現在

庁名 裁半|」 官 備考

八丈島簡易裁判所 大川和彦

伊豆大島簡易裁判所 大前良三

新島簡易裁判所 大前良三 兼務

八王子簡易裁判所

北澤章功

瀬尾豊治

司法行政事務掌理者

立川簡易裁判所

工藤純 一

浦崎 浩

長野慶一郎

森 齊 一

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

武蔵野簡易裁判所

矢崎和彦

井上修 一

岡野清
－→

一

司法行政事務掌理者

職務代行（東京簡易裁判
所から填補）

青梅簡易裁判所 竹内 宏

町田簡易裁判所

河野清孝

今 啓子

司法行政事務掌理者



民事事件の概況(東京簡裁） 一平成28年～令和2年(9月分まで） 第3表
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民事訴訟事件終局区分別内訳表(東京簡裁） 一平成22年～令和2年(9月分まで） 第4表｡ ■

民事調停事件終局区分別内訳表(東京簡裁） 一平成22年～令和2年(9月分まで） 第5表
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I

第6表民事通常訴訟事件の新受件数推移
イ4
11

16(),000

14(),00()

12()!()()()

100,()00

8(),0()()

6(),()()0

4(),0()0

20，000

0

〆

『

【

〆

了 同Tl l4j,／uJl lJｲ,by51 1乙u,αソl luU,‘A‘ol luu,CO笹’ 11と1，」丘〕ずI 上上り,彦iUl l4ﾉ,JOoI 1凸

(注） l集合事件とは消費者金融等が提起する貸金返還請求事件，立替金請求事件等である。

言脾

△口

143,703 137,698 120，279 108,426 106，534 114,159 115，245 120,388 12

不当利得件数は,簡民Pから事件名が不当利得返還請求及び過払金請求を抽出した件数である。
令和2年の数値については, 【令和元年の累計値×(令和2年9月までの累計値÷令和元年
9月までの累計値)】端数四捨五入で算出した推計値である。

２
３

支払督促事件の新受件数推移 第7表
件

14(),()0()

(東京簡裁･年別･平成22年～令和2年）

＝
口一般

口督オ:〆

1
|2(),0()()

＝

I0(),()()0

8(),000

6(),()0(）

トI(),()()0

20，0()(）

(）

26年 27年 28年 29年 3()年 元年 2年22年 23年 24年 25年

春
一
岬
一
隅
一
州

2年

64,171

15,710

79,881

26年 27年 28年 29年 30年

62,129 62,056 93,514 96,8161 14,341

20,046 17,383 18,262 18,941 19,416

82,1751 79,4391 111,7761 115,7571 133,757
値×(令和2年9月までの累計値÷令和元年

24年’ 25年

73,013 56,592
18,9241 18,672
91,9371 75,264
【令和元年の累言

’ 22年’ 23年｜

オ ン| 90,5731 97,1021
般| 21,5601 21,60411
計| 112,1331 118,706

令和2年の数値については，
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一
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一
㈱

9月までの累計値)】端数四捨五入で算州した推計値である。
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96,967
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23年

91,3‘10

19,868

26,49(）

24年
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10，202

25，182

25年
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少額訴訟事件の新受件数推移

(東京簡裁･年別｡平成22年～令和2年）

I

第8表

’’

言~蝦く
’41，’41，

凸OUd凸OUd

1,890

27年

｜

I 民事調停事件の新受件数推移

(東京簡裁･年別･平成22年～令和2年）
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2第8表及び第9表はいずれも令和2年の数値については， 【令和元年の累計値×（令和2年9月までの累計値

÷令和元年9月までの累計値)】端数四捨五入で算出した推計値である．
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刑事事件の概況(東京簡裁） －平成28年～令和2年(9月分まで） 第10表
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’ 刑事通常訴訟事件の新受人員推移
（東京簡裁･平成22年～令和2年）
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刑事略式事件の新受人員推移

(東京簡裁･平成22年～令和2年）
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(東京簡裁･平成22年～令和2年）
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第14表民事事件の概況(東京地裁管内全簡裁） －平成28年～令和元年

民事事件の概況(立川簡裁） －平成28年～令和元年 第15表
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刑事事件の概況(東京地裁管内全簡裁） 一平成28年～令和元年 第23表

刑事事件の概況(立川簡裁） －平成28年～令和元年 第24表

刑事事件の概況(八王子簡裁)－平成28年～令和元年 第25表
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第26表刑事事件の概況(武蔵野簡裁） 一平成28年～令和元年

第27表刑事事件の概況(青梅簡裁）－平成28年～令和元年

第28表刑事事件の概況(町田簡裁）－平成28年～令和元年
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【機密性2】

令和2年12月17日 （木）

代表者会議（合同）

検察審査会関係資料

目次

第1表の1 新受・既済・未済人員数等

第1表の2 第2段階の審査（法41条の2による審査）

罪名別新受人員数第2表

第3表 起訴相当・不起訴不当事件の事後措置等



【機密性2】

統計 第1表の1 新受･既済･未済人員数等
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(注） 「建議勧告件数j欄は件数建てによる事件数であり,その他の欄はすべて被疑者数による延べ人員である。
※令和2年度の数値は,令和2年1月から同年10月分である。
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【機密性2】

第1表の2 第2段階の審査(法第41条の2による審査）
東京第一～第六･立川検察審査会

9

(注） 1.審査期間は，公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けた日，又は起訴を相当とする議決
の謄本を検察庁に送付した日から3月（又は最長で3月の延長)を経過した日から数える。

2.令和2年度は令和2年10月末現在の数値である。

庁
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年
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審
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６
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３
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【機密性2】

第2表 罪名別新受人員数(令和2.1.1～令和2.10.31)
東京第一～第六･立川検察審査会

I

1

(注） 「強制わいせつ,強制性交等,同致死傷等｣には,平成29年法律第72号による改正前の｢強姦，
強姦等致死傷｣ (177条～179条, 181条)を含む。

順位 罪 名
東京第一
～第六の
合計 第

一

｜第

一
一 第三 第四 第五

－

第六 立川

管内検審
合計
(人）

1 傷害，同致死 19 5 2 6 1 1 4 1 20

2 常習賭博 17 17 17

3 自動車運転処罰法違反 8 2 2 2 2 5 13

4 労働基準法違反 ll 5 6 11

5 名誉穀損，侮辱 9 7 1 1 9

6 脅迫，強要 6 2 1 3 1 7

7 詐欺 4 2 2 2 6

8 文書偽造 5 2 3 5

9

強制わいせつ，強制性交等，同致死傷等

暴行

業務上過失致死傷

4

3

4

1 1

4

2 2

1 1

4

4

’

41
1

10 重過失致死傷 3 1 2 3

11

住居侵入等

虚偽告訴等

過失致死傷

窃盗

恐喝

穀棄，隠匿等

自動車運転過失致死傷

労働安全衛生法違反

国家公務員法違反

個人情報保護法違反

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

放火

職権濫用

背任

公職選挙法違反

賭博

都道府県迷惑防止条例違反

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

その他（罪名不明・記載なし） 3 3 3

合 計 122 12 25 21 19 16 29 10 132
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【機密性2】

第3表 起訴相当･不起訴不当事件の事後措置等（平成21.5.21~令和2.10.31)

（ ）内は，執行猶予が付されたもので内数である。

この表は， 当該年度に起訴相当又は不起訴不当の議決があった事件についての，原不起訴処分の理由と， 当該事件について，その後，検察官が執った事後措置及び第一
審裁判所の裁判結果等を記戦したものである。

(注）
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